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午後１時２７分開会 

○吉田こうじ委員長 おそろいでございますので、

ただいまより文教委員会を開会いたします。 

 

           ◇            

 

○吉田こうじ委員長 初めに、記録署名員を私から

指名いたします。 

  ぬかが委員、佐藤委員、よろしくお願いいたし

ます。 

 

           ◇            

 

○吉田こうじ委員長 次に、議案の審査に移ります。 

  （１）第１５９号議案 足立区立校外施設の指

定管理者の指定についてを単独議題といたします。 

  また、報告事項の（４）足立区立校外施設指定

管理者評価結果についてが本議案と関連しており

ますので、併せて説明をお願いいたします。 

○学校運営部長 恐れ入ります。文教委員会議案説

明資料の２ページをお開きください。 

  第１５９号議案となっております。 

  件名、所管部課名は記載のとおりでございます。 

  対象施設は鋸南自然の家になりますが、指定管

理者選定審査会において、こちら候補者の方が選

定できましたので、これを指定したい関係で議会

の議決をいただきたいということで、今回議案の

方、出させていただきました。 

  項番２番に指定管理料の方を、見込みですが記

載をさせていただいております。参考に、平成３

１年度と比べると約８０万円ほど、金額の方が上

がっております。 

  項番３番、指定の期間でございますが、令和７

年から８年度にかけて大規模修繕を予定している

関係で、期間については１年間、令和６年の４月

１日から令和７年の３月３１日までとさせていた

だいております。 

  指定管理者の候補者については、株式会社フォ

レストでありまして、現在の指定管理者と同様に

なっております。応募事業者数については１事業

者ということでございました。 

  ３ページに移りますが、候補者となった理由、

ポイントということで、（１）で、１次選考の基

準の方を記載をさせていただいております。（２）

で第２次選考得点の方を記載をさせていただいて

おりまして、１次、２次とも評定の方を上回るよ

うな結果となっております。８番で候補者のあっ

た経過を載せさせていただいております。（２）

には、財務状況の結果ということでＢ良好という

判定をいただいております。また（３）選定審査

会の経過の方、開催状況、それから委員構成の方

を記載をいたしております。審査項目、審査結果

につきましては、審定結果集計表５ページに１次

選考、６ページに２次選考の結果の方を記載をさ

せていただいております。 

  また、労働条件審査等についても、社会保険労

務士２名による審査を実施しまして合格というこ

とをいただいております。 

  ページめくりまして４ページになります。参考

ですが、候補者の平均勤続年数及び平均給与の方

を記載をさせていただいております。 

  気になるのがイの平均給与になりますが、平成

３０年と比較して令和５年が、管理職、常勤職員

とも金額の方が減っているということで、事業者

の確認したところ、企業内の事業所数と職員が若

くなったということの職員が増えたということで、

平均的に給与が下がったということを確認をして

おります。 

  また、９番、資料としまして、先ほど御案内し

た選定結果集計表、５ページ、６ページ、それか

ら指定管理者の候補者の概要が７ページ、資料３

の計画及び収支計画の概要ということで８ページ

に付けさせていただいております。 

  ここで申し訳ございません。おわびがございま
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す。 

  ７ページの候補者の概要につきまして、誤植が

ございました。７ページをお開きください。 

  箱で言いますと、下から二つ目の箱の区内にお

ける指定管理の実績という欄でございますが、２

番の区立鋸南自然の家の期間の方が、平成３１年

４月１日から令和５年３月３１日となっておりま

すが、こちら５年間でありますので、令和６年３

月３１日が正しい数字でございました。訂正して

おわびいたします。申し訳ございませんでした。 

  ページの方、もう一度４ページに戻っていただ

いて、今後の方針ということで、１０番、項番を

記載させていただいております。この議案の方が

可決いただけた際には、令和６年４月１日から管

理運営業務を実施したいというふうに思っており

ます。 

  それでは引き続き、報告事項の方も資料の方を

御確認ください。 

  文教委員会の報告資料の今度は６ページになり

ます。大丈夫でしょうか。 

  件名、所管部課名は記載のとおりでございます。 

  こちらは昨年度、令和４年度の業務の実績につ

いて、指定管理者の評価委員会の方を開催しまし

たので、その結果の方を報告するものでございま

す。 

  対象施設は、先ほどの議案に上げさせていただ

いた鋸南自然の家と日光林間学園、この２か所に

なります。令和４年度につきましては、両施設と

も株式会社フォレストの方が指定管理者となって

おりました。３番に指定管理料、それから評価の

対象期間昨年の４月１日から、暦でいうと今年に

なりますが、令和５年の３月３１日までの１年間

の中身でございます。 

  評価委員会の開催日、それから委員構成につい

ては、５番、６番で記載をさせていただいており

ます。 

  評価方法７番、次のページ、７ページの７番に

なりますが、書類の確認及び所管課の実態調査に

より実施をさせていただきました。 

  ８番で評価結果、それぞれの施設の評価結果を

記載をしております。鋸南自然の家については総

合評価Ｂ＋、日光林間学園については総合評価Ｂ

ということで、Ｂ以上であれば、良好という判断

になるかと思います。 

  ９番で委員会での主な意見と対応等の記載をさ

せておりますが、説明させていただくのは（２）

番日光林間学園のアの項目ですが、昨年度よりは

利用者数が増加したものの、コロナウイルスの影

響により、団体利用のキャンセルがあって目標値

に至らなかったというなことを御指摘をいただい

ております。 

  今後の方針でございますが、１２月下旬にこの

内容を区のホームページの方に公表したいという

ふうに思っております。 

  以降、８ページから１２ページまでが鋸南自然

の家、それから１３ページから１７ページまでが

日光林間学園の業務評価シートの方を資料として

付けさせていただいております。 

  私からの説明、以上でございます。 

○吉田こうじ委員長 それでは、何か質疑はござい

ますか。 

○ぬかが和子委員 今、学校運営部長が御報告いた

だいたように、まず最初に指定管理者の評価結果

の方でお伺いしたいんですけれども、正にこの指

定管理者５年間のうち、大半がコロナ禍という中

で、大変な状況の中で、先ほどの委員会で指摘事

項の中での目標値には至らなかったと指摘されて、

じゃどうすればよかったのと、逆に私思ってしま

うんですけれども、この指摘についてどうお考え

ですか。 

○学務課長 コロナで自然教室ができなかった時期

もありますし、一般利用客の集客というところに

はもう力が入れられなかったというところで、そ

こも加味した上での評価というふうにはなってお
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ります。 

○ぬかが和子委員 それと、今回議案が鋸南自然の

家の方ですので、この鋸南の方の評価シートの方

を私も読ませていただいて、非常にいろいろな努

力をしているんだなということを認識しました。 

  特にすばらしいなというふうに思ったのが、地

域の方の協力の下、バードコール作りとか鹿の角

のアクセサリーを作るというワークショップ的な

ことをやっていたり、それから物価高騰の中で、

どういう努力をしてきたかというところで、正に

地産地消にすることで地元の事業者さんからいろ

いろ仕入れることで、安上がりに抑えることがで

きたなどということが書かれていて、これ特に事

業効果のところの事業の取組のところに書かれて

いて非常に頑張っているなと、頑張ったんだなと

いうふうに思っているんですけれども。それでも

点数が４点いかないというのは、何か非常に頑張

ったという、頑張っているなと思ったことと、点

数にギャップといいますか、違和感があるんです

けれども、その辺はどうでしょうか。 

○学務課長 確かに頑張られているというところで

は評価されているんですけれども、令和４年度と

いうのが、もう少しまだコロナが落ちついてきた

中で、もう少しできたことがあったのではないか

というような評価もありまして、このような評価

となっております。 

○ぬかが和子委員 もしそうだとすると、もう少し

こういうことができたんじゃないかとか、具体的

な指摘にならないと、事業評価をしての改善には

つながらないんじゃないかと。私、答弁で返って

くるのはそういう御答弁ではなくて、この評価点

の基準が、水準どおりクリアしていたら３点で、

水準を上回っていれば４点で、水準を大きく上回

っていると５点と、だから３を超えていれば水準

以上なんですよと答弁来るかと思っていたの。だ

けどそうじゃなくて、今言ったような、もっと改

善点があったんじゃないかということだとすると、

さっきの質問とも共通しましますけれども、さっ

きの質問もお答えいただいたとは思っていないん

ですが、何をどう改善すればよかったのかという

ふうに考えているかお伺いしたいんですが。 

○学務課長 例えばですけれども、一般利用者向け

にバードコール等の取組はしているんですけれど

も、もっと、お子さんたち、お泊まりになること

多いので、ほかの例えば取組ができないかですと

か、そういったことも意見としては出ておりまし

たので、事業者の方にはそういったことも伝えな

がら、今までと同じことではなくて、ちょっと工

夫して違うこともやってみようというようなこと

も含めて、期待を込めての点数と考えております。 

○ぬかが和子委員 それにしても、先ほど私申し上

げたように、３点以上というのは水準以上という

ことには変わりはないと。非常にコロナの中で苦

労しながら頑張っていらしたんだなということが

見えて取れるんですけれども。 

  ちなみに、この５年間でいうと台風１９号から

始まってコロナ禍で、本当に鋸南は受難の５年間

だったんじゃないかと私思っていましてね。そう

いう中で頑張った事業者は、大いに評価もしてあ

げていただきたいというふうに思っているんです

ね。 

  その上で、今回の議案ですけれども、今回、通

常ですと、大規模改修を控えて１年延長という場

合に、この間ですと、随意契約で延長するケース

というのも多かったと思うんですけれども、あえ

てプロポーザルでしたか、そうですね。を行った

という理由は何でしょうか。 

○学務課長 随意契約という道もありましたけれど

も、ここはやはり説明をきちんと果たせるように

ということで、客観的に評価できる形でプロポー

ザルを実施させていただいております。 

○区長 以前同じようなケースで、ギャラクシティ

の場合、随意契約でお認めいただきましたけれど

も、委員の皆様方から大変厳しい御批判いただき
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まして、それがきっかけとなりまして、この度か

らは、短期間であってもプロポーザルの方に切替

えていこうという趣旨でございます。 

○ぬかが和子委員 実は、その辺で私は思うところ

があって、入札案件も、それからこういったプロ

ポーザル案件もそうなんですけれども、例えば今

回の鋸南でいいますと、本当に広くこの何ていう

か大体プロポーザルで目標が広く募って審査をす

る、事業評価は事業評価でやっているわけだから

いいわけですよ。そうすると、その目的のために

時間も手間も掛けて頑張って、こういったプロポ

ーザルやってくださっているんだろうとは思うん

だけれども、入札も、それからこういうプロポー

ザルも、私は逆に随意契約すべき案件というのを

理由も付けて明示をすると。いわゆる基準とかル

ールをつくって、随意契約をするものはするもの

で明確にしていくという方向性もあるんじゃない

かと。実は契約案件で調べたときに、そういうや

り方を取っている自治体もあるということをその

とき非常に思いましたので、そういうことも今後

は考えてもいいんじゃないかと。 

  つまり、今のままだと基準が明確じゃないから、

やっぱりプロポーザルやらなきゃいけないよとか、

入札掛けなきゃいけないよ、随意契約はおかしい

ですよとなっちゃうわけですよ。でも、入札やプ

ロポーザルは時間も暇もかかるわけですよね。そ

ういう中で、きちんとこういう線を引いてこうい

うものは随意契約でいいですよというようなこと

があれば、議会としてもそういう意見も出ないで

済むのかもしれないし、その辺どうでしょうか。 

○区長 ギャラクシーの案件で御批判をいただいた

ときにその場に私もおりました。かなりの会派か

ら、やはりプロポーザルにするべきで、随意契約

は避けるべきだというかなり強い御主張がござい

ましたので、私どもも確かに手間が掛かります。

ただ、議会からのそういう御要望というか御意見

ということを尊重したこともございます。 

  もし、それぞれの会派の皆様が同じような御意

見をお持ちだということになれば、またこれは検

討させていただきますので、また改めて機会を設

けて、担当の方から各会派に御意見を承りに上が

ってということになるかと思いますが、この場で

は各会派の御意見が分かりませんので、この形と

させていただきたいと思います。 

○ぬかが和子委員 私、実は入札のときに以前から

在り方として、随意契約すべきものを明示しない

がうえに監査からも指摘されるとか、そういうこ

とも目にしていたので、ほかの自治体調べたとき

に、その辺の基準が明確にされている自治体あっ

たんですよ。そういうのも調べながら、私たちも

積極提案をさせていただきたいと、今日はそうい

う御答弁ということで了承いたしました。 

○吉田こうじ委員長 他にございますか。 

○たがた直昭委員 私も１点だけ、先ほどもお話あ

りましたとおり、台風１９号から始まってという

ことで、本当にコロナ禍の中で、大変な中で業務

運営されてきたんじゃないかなと、非常に感じて

おります。 

  台風１９号のとき、我が会派全員で鋸南の方を

見させていただいて、状況を全部確認をさせてい

ただいて、その後、改修工事等々の話もいろいろ

伺ってきたんですけれども、全体的なこの５年間

について様々な議論があるかと思うんですが、全

体を通してはまずどういうふうにとらえておりま

すか。 

○学務課長 事業者につきましては、５年間様々大

変なことはありましたけれども、いつもお客様目

線に立って、丁寧に仕事をしてくださったという

ことで、私どもも感謝している次第でございます。 

○たがた直昭委員 １点だけ、６ページの選定結果

の評価についてなんですけれども、６ページのち

ょうど真ん中、地域との関係づくりということで、

ここで下に９５点がマックスだと思うんですけれ

ども、これ満点になっているんですけれども、す
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ごい評価だと思うんですけれども、この辺につい

てはいかがですか。 

○学務課長 繰り返しになってしまうかもしれない

んですけれども、先ほどの地域の方との連携です

とか、あとは地産地消というようなところも含め

て、いろいろと地域に根差した活動をしてくださ

っているところで評価が高くなっております。 

○吉田こうじ委員長 よろしいですか。 

  他にございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○吉田こうじ委員長 質疑なしと認めます。 

  それでは各会派の意見をお願いします。 

○くじらい実委員 報告事項でもありました指定管

理者の評価結果においても、評価シート見ました

り、委員会での御意見というのも拝見しまして、

コロナ禍で目標値には至らなかったという部分が

ございましたけれども、おおむね安定した運営を

行っていただいているんじゃないかなと思います

ので、可決でお願いします。 

○たがた直昭委員 可決でお願いします。 

○ぬかが和子委員 非常に、私、前にもここにお伺

いしたことあるんですけれども、そのときよりも

はるかに前向きな取組が進められているというふ

うに思っていますので、引き続き頑張っていただ

きたいと思っています。賛成です。 

○長谷川たかこ委員 可決でお願いします。 

○佐藤あい委員 今現在も見させていただきまして、

評価の得点等も見て、問題ないとおおむね感じて

おります。今後もサービス維持に努めていただき

たいと思いますので、可決でお願いします。 

○吉田こうじ委員長 それでは、これより採決をい

たします。 

  本件は、原案のとおり可決すべきものとするこ

とに御異議ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○吉田こうじ委員長 御異議ないと認め、原案のと

おり可決すべきものと決定いたしました。 

  以下の審査に直接担当でない執行機関の退席を

認めます。 

［執行機関一部退席］ 

 

           ◇            

 

○吉田こうじ委員長 次に、４番、陳情の取下げを

議題といたします。 

  区議会事務局次長より報告があります。 

○区議会事務局次長 受理番号４３の陳情につきま

しては、令和５年１２月１２日付、議長宛に陳情

者から取下げ願が提出されましたので、御報告い

たします。 

○吉田こうじ委員長 それでは、副議長から本陳情

の取扱いにつきまして報告をお願いいたします。 

○長井まさのり副議長 本陳情につきましては、第

４回定例会最終日において、撤回の承認をいただ

くことになりますので、よろしくお取り計らい願

います。 

○吉田こうじ委員長 ただいま副議長から報告があ

りましたとおり、本件につきましては、委員会の

取扱いは継続審査といたしたいと思いますが、御

異議ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○吉田こうじ委員長 御異議ないと認め、継続審査

とすることに決定いたしました。 

 

           ◇            

 

○吉田こうじ委員長 次に、請願・陳情の審査に移

ります。 

  初めに、（１）受理番号１１ 小学校図書館の

司書を中学校同様に直接雇用に切り替え、週５日

配置することを求める陳情を単独議題といたしま

す。 

  前回は継続審査であります。 

  最初に、追加署名の提出がありましたので、区
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議会事務局次長から報告をお願いします。 

○区議会事務局次長 本陳情につきましては、１２

月７日付で、１３５名の追加署名の提出があり、

合計で１，９５７名になりましたので御報告いた

します。 

○吉田こうじ委員長 また、報告事項（１）中学校

司書の勤務時間についてが本陳情と関連しており

ますので、併せて説明をお願いいたします。 

○教育指導部長 恐れ入ります。教育委員会の報告

資料２ページをお開きください。 

  中学校司書の勤務時間についての御報告でござ

います。 

  所管部課名は記載のとおりでございます。 

  中学校の司書の勤務時間につきましては、モデ

ル校として、今、現在実施をしております。その

取組状況と今後の方向性を報告するものでござい

ます。 

  項番１でございます。 

  こちらの司書の制度、開始当初は放課後の居場

所づくりということを目的といたしまして、（２）

に勤務時間記載がございますけれども、午後の勤

務時間としておりました。今年度は、学校図書館

の授業での活用ということで、モデル校で午前中

からの勤務を導入しております。 

  （３）を御覧ください。 

  モデル校における状況でございます。 

  午前中の授業の中で、司書が支援をしながら学

校図書館の活用が少しずつ行われるようになって

きております。ただ一方で、放課後に読書や学習

のために図書館を利用する生徒が一定程度いると

いうことから、そうした生徒の居場所としても、

開館したいという声もいただいているところでご

ざいます。 

  項番２、今後の方向性でございます。 

  勤務時間の変更（１）でございますが、令和６

年度から授業での活用を進めるとともに、放課後

での対応も可能とするために、勤務時間も延長し

まして、午前からの勤務といたしたいというふう

に思っております。 

  変更案こちらに記載ございますが、１０時１５

分から１７時を基本といたしまして、今までの５

時間勤務から６時間勤務に変更いたしたいという

ふうに思っております。 

  ただし、経過措置といたしまして、中学校司書

の御都合も考慮しながら、来年度は今年度と同様

の勤務形態も可といたしまして、来年度に完全移

行する方向で調整を進めていきたいというふうに

考えております。 

  また、放課後の居場所の対応でございますけれ

ども、中学校の司書不在のときには、居場所の対

応といたしまして学習支援ボランティアの人材の

活用なども検討してまいりたいと思っております。 

  私からは以上でございます。 

○吉田こうじ委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑ございますか。 

○くじらい実委員 私から報告の、中学校司書の勤

務時間について幾つかお伺いしたいんですけれど

も。 

  今年の４月から多分モデル校として、午前中の

勤務というのを導入しているかと思うんですが、

実際、午前中の授業での活用ということなんです

けれども、これ具体的にどんなことされているん

でしょうか。 

○教育政策課長 中学校現場での図書館活用の例と

しましては、修学旅行前に旅行先のことを調べた

りですとか、移動教室があれば、★★前に調べた

りとか、そういったことが主ですね。あとは調べ

る学習コンクールがございますので、そこの出展

に向けた図書の調べ方の指導なんかでも使われて

おります。 

○くじらい実委員 そうすると、いろいろ学校行事

のイベント前というのが何か主になるのかなと思

うんですけれども、この活用の頻度としては数、

どうなんでしょう。多いんでしょうか、少ないん
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でしょうか。 

○教育政策課長 まだまだ年間を通した活用という

ところまで至っていないのが現状でございまして、

先ほど言ったイベントの前というのが主なところ、

あとは教員によっては、教科によって、特性に応

じて図書館を少しずつ使ってみようというような

姿も徐々に見られてきております。 

○くじらい実委員 そうすると、今後、課題として

はイベント前に限らず、いろいろなところで活用

できるようになればいいなと思いますが、これ実

際に、午前勤務をされてモデル校の司書の方とい

うのは１６校ありますけれども、この１６校の方

の図書館司書の方から何か御意見とかというのは

伺っているんでしょうか。 

○教育政策課長 様々でございます。やっぱり午前

中になったけれども、まだまだ図書館を授業で使

ってもっとほしいなという声もありますし、徐々

にだけれども使われているようになっているよう

な声もありますので、本当にまだ学校によって

様々な状況でございます。 

○くじらい実委員 再来年度に完全移行という話で

すので、是非、今年来年、実際モデル校の図書館

司書の方からも是非、御意見も聞いていただきな

がら、再来年度に向けてうまく調整していただき

たいなと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○吉田こうじ委員長 他にございますか。 

○ぬかが和子委員 私も、まず最初に中学校司書の

勤務時間の方についてお伺いします。 

  １日６時間になって、それで週５日ということ

にしていこうということだと思うんですね。この

中学校の図書館司書、始めた最初の頃から、最初

午後だったじゃないですか。やっぱり現場では、

是非授業のある時間にいてほしい。やっぱり問題

意識持っている先生とか、関係者はそう言うわけ

ですよね。午後しか使えないというのはなかなか

つらいという声がある中で、非常に歓迎している

んですけれども。一方、併せて私たち代表質問な

んかでも、非正規であるこの会計年度任用職員の

待遇の改善ということとしても、大事な問題だと

いうふうに考えているんですね。 

  今回、会計年度任用職員の給与改定も先議で条

例改定しましたよね。それで、これを見ますと、

学校図書館の司書、学校司書は、今までが１４万

３，００８円と、これが今回のいわゆる人事院勧

告によって改定することで、１４万６，０４３円

というふうに改定されたというのが人事課から頂

いた資料の中で出ているんですけれども、これ今

度週３０時間になりますよね。そうすると、まず

金額が変わるんじゃないかと。３０時間でどのく

らいになるのか、現行ではどうなのか、また改定

後どうなのか、分かれば教えていただきたいし、

週３０時間になるということでは、更にいろいろ

改善される点もあるんじゃないかというふうに思

うのですが、どうでしょうか。 

○教育政策課長 改定前の１４万３，０００円ベー

スで、今試算しているところですけれども、およ

そ１７万円を超えてくるような金額になってくる

のではないかと思っております。 

  また６時間になることでお昼またぎますので、

休憩時間、今４５分ということで想定しておりま

すけれども、なかなかお昼、食事食べるだけで４

５分も要らないんじゃないかという声もあります

ので、そのあたりは調整しながら、学校ごとの実

態に応じてなのか、６時間超えなければ法定の休

憩時間要りませんので。ただお昼時間としては必

要だと思っておりますから、どの辺の時間にする

か学校の事情も見ながら、個別の意見聞いていき

たいと思っております。 

○ぬかが和子委員 あと週３０時間を超えると、ま

た新たなたしか段階になるんじゃないかと。人事

管理上は思っているんですけれども、その辺はも

し分からなければ後で教えていただきたいという

ふうに思います。 



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ８  

 

  その上で、陳情にも関わっての質疑なんですけ

れども、学力と読書の相関関係というのがいろい

ろな本が出ていて、先ほど学校教育指導部長のと

こへ行って、この本もお借り、これも読みたいと

思っていた本で、読書をする子は○○がすごいと

いうことで、あと、やっぱり似たような本があっ

たり、今のタブレットとかいろいろなものを使う

中でも読書をして、より主体的に能動的に考える

力というのが大事だということが全体としていろ

いろなところで言われているんですけれども、そ

の辺について指導部長、どうお考えですか。 

○教育指導部長 読書の大切さというのは、私たち

みんな感じているところでございます。 

  語彙力ですとか、それから読解力というところ

ももちろんなんですけれども、学びに向かう力で

したり、あと想像力でしたり、それがひいては学

力の向上にもつながっていくのではないかと、そ

のように考えております。 

○ぬかが和子委員 いろいろな国でも調査している

し、全国でもいろいろな調査されていて、なるほ

どと思ったのは、幅広くいろいろな本を読む子ど

もが非常に学力が付いていたり、力になっている

と自身が感じていると。やっぱりそういう点では、

幅広い、つまり自分がこの本が好きだからこの本

だけは読みたいという子はいいんですけれども、

やっぱり学校図書館が充実して、そして幅広いい

ろいろな本も読める環境、そしてそういう意識づ

け、動機づけが非常に大事になってくるなという

ふうに思っているんですね。 

  その上で、学校図書館のサポート通信、ずっと

今つくられていて、スーパーバイザーさん中心に

頑張ってくださっていると思うんですけれども、

その中のＮｏ．４で学校図書館の選書、このこと

について特集されていると思うんですよ。学校図

書館の選書というのはどういう仕組みになってい

るか教えていただきたいんです。 

○教育政策課長 基本的には、各教科の教員が要望

をまとめて、それぞれの取りまとめの教員に伝え

て、その中で予算の中で必要な図書を買っている

というような状況です。 

  これまでも司書の方からも選書の基準というの

があった方がいいというような声もいただいてお

りまして、スーパーバイザーを中心に先例を集め

ながら、今ちょうど検討して決定しているような

手続の最中なので、これは決定しましたら各学校

に周知してまいりたいと思っております。 

○ぬかが和子委員 その中で、やはり学校図書館と

いうのが、視点として読書センターであり学習セ

ンターであり情報センターであると。だから、カ

タログだけで選んだり安易にセットの本を購入し

たりというのは好ましいもんじゃないよというこ

とと、とりわけ授業を担当する先生方が、日頃か

ら資料に関心を持つことで、学校図書館の利活用

が推進されると。つまりは、購入計画に全教員が

きちんと関わることが重要だということが言われ

ているんですけれども、あえてそう言わなきゃい

けないというのは、やっぱり十分ではないという

認識の上でそうなっていると思うんですね。その

辺を、より改善を図っていただきたいし、そうい

う点では先ほどもお話ありましたけど、やっぱり

足立区の先生方が学校図書館をいかに活用するか、

活用するとこんなに変わるんだよというものを実

感するような、前回申し上げましたけれども、講

習や講座やそういう普及啓発といいますか、そう

いうものも広げていく必要があるだろうと。この

２点どうでしょうか。 

○教育政策課長 選書の在り方、教員の関わり方、

そして学校図書館を使うとどう変わるかというこ

とは、正に今、始めた段階で、成果としてこうだ

というなかなかお示ししづらいところありますけ

れども、積極的に図書館を活用した授業が行われ

ているような推進校の事例もありますので、様々

な場面、図書サポもそうですし、教員研修、司書

研修連絡会の中で、いい事例を共有していけるよ
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うに協力してまいりたいと考えております。 

○ぬかが和子委員 それで、学校図書館の活動が、

よりやっぱり率直に言うと効果的なのは、実体験

からも含めて小学校なわけですよ。 

  小学校の司書さん、どうしましょうというのが

今の、審議している陳情なわけですけれども、前

回の文教委員会で私、質疑させていただいたとき

に、来年度に向けての人材確保について答弁され

ているんですよ。来年度の人材確保を早めにやっ

ていただきたいということで答弁したけれども、

どうなったのということを聞きましたら、前向き

に進めてもらえるように今準備を進めてもらって

いるところだと。月１回の定例の打合せの会を設

けているので、その中で進捗を把握していくとい

うふうに答弁されているんですけれども、その辺

の状況はどうでしょうか。 

○教育政策課長 先方には、選考会議の結果、来年

度も継続でいくということは伝えておりまして、

既に人材の募集を始めていただいております。 

  問題となるのが、週４日配置校、来年も拡充し

ていくに当たりまして、２２校が該当になってい

くわけですけれども、基本的には利活用推進校は、

★★になります。大規模校から考えていくので、

今、利活用推進校募集しておりまして、小学校は

ほぼ確定しましたので、来年の配置校をまず先方

に伝えて、人材確保に活用してもらうような、今

段取りを進めております。 

○ぬかが和子委員 そういうとこ重点でやりますよ

というのはいいんだけれども、率直に言うと３年

間で全校にということを考えていきますと、今年

の２倍ぐらい必要になりますよね。今年３分の１、

来年度３分の１増やして３分の２にして、最終年

に全校だという計画だったと思うんですが、どう

ですか。 

○教育政策課長 あと今年度、週２日ならいいかと

言っている方が週４日も可能なのかということも

含めて、今、事業者の方で調整していただいてお

ります。 

○ぬかが和子委員 聞いているの実際の実人数とい

うか２倍必要になりますよね。だって３年間で３

分の１ずつ増やしていくんだから、３分の１から

３分の２にして、３年目は３分の３ですよね。と

いうことは、実際には２倍ぐらい必要になりませ

んか。 

○教育政策課長 その程度の人数は必要になります。 

○ぬかが和子委員 私、本当にこれ教育指導部長や

教育長にもどう思っているのか聞きたいんですよ。

今はいいんですよ。前回言ったから繰り返しにな

るから、あまり何度も言いませんけれども、今現

在でも２校掛け持ちの方がいる。しかも司書じゃ

ない方もたくさんいる。しかも図書館流通センタ

ーという国内最大大手で、ここ以外に担い手がな

いだろうと。つまりさっき議論になった随意契約

を繰り返すようなことがあり得るわけですよ。し

かも、ここでできなきゃほかで委託でやれる見通

しがないと、私なんかはそう思っちゃうんです。 

  つまり３年目で、全校週４日できちんと今この

人材難のときに、そういうふうに派遣で配置して

もらえるという保証が私は非常に厳しいんじゃな

いかと思っているんですが、どうですか。 

○教育指導部長 毎年、図書館支援員の評価という

ものもやっております。そこで検証もしておりま

すが、まずは３年かけて、全校に週４日というこ

と配置した後に、またそこについては検証、検討

していきたいというふうに考えております。 

○教育長 当初から３年計画ということで、ＴＲＣ

にもお示しをしておりますので、そういう意味で

ある程度前もって準備をしていただくというとこ

ろで、何とか私どもとしては進めていただきたい

というふうに思っています。 

○ぬかが和子委員 そんなの分かっているのよ。計

画も分かっているし、分かっているの。 

  ただ先を見て、足立の学校図書館司書どうする

のということを考えていったときに、今のこの人
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材難の中で１社しかない図書館流通センターで、

今でも、もう繰り返しになるから言いませんけれ

ども、なかなか大変な中で、これから最終年度は

今の３倍ですよ。そういうことを派遣をしてもら

い続けるということに、私は限界があると思って

いるんです。先を見据えて、そういうことは考え

ませんか。だって、３年後、４年後、５年後のこ

となんですよ、これ。もうそんな遠い先の話じゃ

ないんですよ。そこを見据えて、どうしていくの

かというのを、今はいいですよ。今のこれで頑張

っていくというのは、何も否定しない。だけど、

その先を見据えて、きちんと検討していく必要が

あるんじゃありませんか。教育長。 

○教育長 おっしゃるとおり、人材難という中で将

来的にどうなんだという部分は、十分考えながら

進めていきたいというふうに思います。 

○ぬかが和子委員 よろしくお願いします。 

○吉田こうじ委員長 他にございますか。 

○長谷川たかこ委員 過日代表質問で、学校図書館

についての活用案で、不登校も含めた児童生徒に

ついての居場所という部分で御質問させていただ

きまして、建設的にそのような方向性を進めてい

ただけるということでしたが、この中学校の学校

図書館のこの枠の中で、今後、図書館司書がいる

中でも、不登校の生徒さんたちに対する居場所が

展開されるということでよろしいでしょうか。 

○教育政策課長 不登校を含めた全ての児童生徒が

いられる、いられやすい居場所として、心地よく

いられる場所として、環境を整備していきたいと

思っております。 

  特に、不登校の子に来てねということではなく

て、そういった子も本が好きで、やっぱり救われ

る子は一定数いるという御指摘でしたので、そう

いったことは含めながら、司書とも情報共有しな

がら、そういう事例なんかも共有し合っていきた

いと思っております。 

○長谷川たかこ委員 今回、本当にありがたいなと

思っております。 

  今本当に、私のところでインターンに入ってい

る方も、早稲田に通っているんですけれども、そ

の方も何か小・中学生のときに行き渋りがあり、

図書館を利用したことでとても救われたというよ

うなお話があったり、同じ子育てをしているお母

さんたちの話でも、図書館を活用することで不登

校の子どもたちの居場所にもっとなるのではない

かというアイデアを、いろいろと足立区内の学校

の方にお話を個人的にしているそうなんですけれ

ども、その部分で、やはり学校によって差があっ

て、難色を示す学校も結構多くあるというお話で

したので、今回区の方でそういうふうにかじを切

っていただいたというのは、本当にそこで救われ

るお子さんたちが、たくさんこれからいると思い

ますので、是非、図書館司書の方々にも、不登校

に対するお子さんに対するその対応の仕方という

のも、今後、研修をしていただくなど必要になっ

てくるのかなと思いますが、そのところはどうい

うふうにお考えでしょうか。 

○教育政策課長 学校によって図書館を使うに当た

っても、やはりそこに人がいなければ、なかなか

生徒を１人で置いておくわけにはいかないという

ことで、午前中だったり、人がいない時間帯はな

かなか居場所としての活用、難しいケースという

のはあるんだろうなと想像しますけれども、司書

も含めて、なかなかそういった対応、経験がない

司書もいると思いますので、いただいた御意見を

参考に、どういった対応の仕方が考えられるのか、

検討していきたいと思います。 

○長谷川たかこ委員 是非、図書館司書の方のお力

も頂きながら、不登校のお子さんたちも学校図書

館を活用しながら、学べる環境を是非つくってい

ただきたいと思います。 

  補足でお伝えすると、何か早稲田の学生の話に

よると自分が活用していたときには、特に図書館

に先生がいるということは全くなかったと。小・
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中学校とも好きに活用させてもらっていたという

ことだったんですね。これもやっぱり学校の校長

先生の裁量によるのかなと思うところもあります

ので、この図書館司書の今、これから拡充されて

いくと思いますが、それまでの間、もし現場に先

生方がいらっしゃらないという中でも、是非教育

委員会の方で旗頭になっていただいて、そういう

学校図書館を活用したいというお子さんがいれば、

できるだけ活用させるようにというようなお話を

積極的にしていただきたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

○教育政策課長 子どもの実態によると思います。

１人でいられるということが安心して任せられる

子であればそういうこともあるのだろうと。そこ

はもう本当実態に即しながら、死角に子どもを置

いて事故があってはいけないというのは大前提に

なりますので、そういったいろいろな事例があれ

ば共有していきたいなと思っています。 

○長谷川たかこ委員 そうですね。個々の子どもの

やはり特性とかもあるので、事故につながるとい

けないと思いますので、そこら辺は教育委員会と

学校の方で情報共有しながら、できるお子さんに

は是非そういう形で門戸を広げていただきたいと

思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○吉田こうじ委員長 他にございますか。 

○佐藤あい委員 すみません。報告の中から最後１

点だけ、放課後の居場所対応という点なんですけ

れども、今現状、放課後に使いたいという声だっ

たり、実際使っているという学校というのは、全

校的にあるものなんでしょうか。 

○教育政策課長 もともとが、放課後を中心とした

居場所として開くために司書を置いてきた経緯も

ありますので、昼休みと放課後の自由利用という

のが割と多い学校はあると思います。 

  そういった中で、読書の場所、または自学自習

の場所として使っているようなケースもありまし

て、放課後の時間はやっぱり少しでも長く開けら

れるといいという校長の声もありました。なので、

学習支援ボランティアをうまく活用する形で、そ

こは学校の中で、いる人材をうまく活用してはど

うかと言いましたら、校長会としても、それはい

いアイデアだというふうに言われておりますので、

是非そういった活用も促していきたいなと思って

おります。 

○佐藤あい委員 私のところにも、やはり学校の図

書館を放課後に使えることで、学習の場になった

りとか、自宅だとなかなか勉強が進まないような

子も、学校の図書館で友達同士で勉強をしたりと

いうところで、学ぶ機会を増やせるというところ

では、すごく維持していただきたいという声もあ

りました。そういった中で、司書の方がずっとい

ていただいて開け続けることが難しいという中で、

学習支援ボランティア等の、やはり大人の目とい

うのは、トラブル防止には重要かなと考えており

ます。この学習支援ボランティアさんは、どのよ

うな方になりますでしょうか。 

○教育政策課長 今いる学習支援ボランティア、多

くは大学生です。教職を目指すような学生が学校

で経験できる貴重な場としてボランティア制度を

活用していただいております。 

  また一部には、一部ではないですけれども、半

分程度は、社会人のボランティアでもありますの

で、それぞれが活躍してもらっているような状況

でございます。 

○佐藤あい委員 ボランティアの人材に関しては、

募集をすればきちんと足りているという状況にあ

るんでしょうか。 

○教育政策課長 過不足の充足しているかというと

ころまで、何をもって分母というのか難しいとこ

ろあるんですけれども、学校が随時、募集をかけ

て埋まっているような状態です。また先輩後輩の

間柄だとか、地域の関係者ネットワークの中で、

協力者が出てきているような状況でございます。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 
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  やはり本に触れる機会、あと勉強する場所の提

供というところでも、図書館をなるべく開けてい

っていただきたいなという中で、大人が１人でも、

いていただきたいという保護者の声もいろいろと

ある中で、ボランティアだったり教員の方々、あ

るいは社会人の方も含めてですね、人材を置いて

いただけるような対応を引き続き続けていただき

たいなと思います。 

  あと定期テスト前なども、開けていらっしゃる

ということでよろしいでしょうか。 

○教育政策課長 そのような実態は聞いてございま

す。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  引き続き図書館、より身近に使いやすい、そし

ていつでも使えるというようなアナウンスをして

いただきながら、よりなかなか図書館に利用しな

いような生徒も、利用をしていただきやすいよう

な環境をつくっていただきたいと思います。 

  以上です。 

○吉田こうじ委員長 他にございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○吉田こうじ委員長 質疑なしと認めます。 

  それでは、各会派の意見をお願いします。 

○くじらい実委員 継続でお願いします。 

○たがた直昭委員 継続でお願いします。 

○ぬかが和子委員 前回同様、採択でお願いします。 

○長谷川たかこ委員 採択でお願いします。 

○佐藤あい委員 継続でお願いします。 

○吉田こうじ委員長 それでは、採決をいたします。 

  本件は、継続審査とすることに賛成の方の挙手

を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○吉田こうじ委員長 挙手多数であります。よって、

継続審査と決定いたしました。 

  委員長から申し上げます。 

  まだ、いっぱい陳情の審査がございますので、

質疑答弁、簡潔に御協力の方よろしくお願い申し

上げます。 

  次に、受理番号１２ 有効ないじめ対策の実施

を求める請願を単独議題といたします。 

  前回は継続審査であります。 

  執行機関は何か変化はございますか。 

○教育指導課長 特に変化はございません。 

○吉田こうじ委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はございますか。 

○たがた直昭委員 確認の意味で、若干確認をさせ

ていただきます。 

  いじめの件数、認知件数なんですけれども、こ

れはもう全国的に増加傾向ということなんですけ

れども、当区としても、これは現状維持、そうい

うことでよろしいですね。 

○教育指導課長 若干ではございますが、増加傾向

にございます。 

○たがた直昭委員 裏を返せば、増加傾向の中でも

それなりに各学校が適切に、また早期発見できる

結果として増加傾向にあるというふうにとらえる

ことが一番いいかと思うんですけれども、その一

方で、教育指導課では弁護士費用を予算化してい

るということなんですけれども、この辺について

お尋ねしたいと思います。 

○教育指導課長 今、教育指導課の方で弁護士を活

用している案件としましては、例えばいじめの重

大事案として取り上げたものをリーガルチェック

を受けながら進めていったりとか、あとはそこま

でいかないとしても、どのような対応が必要かと

いうところで、弁護士に御意見を聞くというのも

やっております。 

○たがた直昭委員 当然、認知件数が増える一方で、

その中でも未解決事案というのがあるかと思うん

ですね。それをある程度弁護士さんに依頼されて

いるかと思うんですけれども、せんだって文教委

員長である吉田委員長の方から代表質問で、スク

ールロイヤー制度の話をさせていただいたんです

けれども、これもある程度、足立区も前向きにと
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いうことなんですけれども、２３区中でも半分が

制度として取り入れているかと思うんですが、改

めてもう一回、見解お願いします。 

○教育指導課長 正確な数字は今、手元にございま

せんですけれども、２３区中、多くの区がスクー

ルロイヤー制度をやっております。 

  ただ、それぞれの区によって、やっぱり使い方

が違いまして、制度が違いまして、例えば助言し

かもらえない区が大多数でございまして、文書チ

ェックであったりとか、その辺はできないよとい

うところが多いかというふうに聞いております。 

○たがた直昭委員 これ制度として、是非取り入れ

ていただきたいと思うんですけれども、やはり教

育委員会の方で、スクールロイヤーをきちんとや

るのか、それとも各学校ごとで校長が勝手にとい

うことはないと思うんですけれども、その辺が全

然違うと思うんですね。１回区でぐっと集めて、

それを今度弁護士に相談する。でも学校ごとだと、

また内容がちょっと変わって、★★その辺はどう

いうふうに考えていますか。 

○教育指導課長 そこも含めて今、検討中ではござ

いますけれども、できれば両方できるといいなと

いうふうに思っております。それがどのようにす

ればうまくいくかというのは、今から検討してい

きたいというふうに考えております。 

○たがた直昭委員 様々な保護者のトラブルとか、

また学校内子どもたちのいじめ等々もありますの

で、是非早急に検討していただいて、早急に取り

入れていただきたいと御要望ですので、よろしく

お願いします。 

○吉田こうじ委員長 他に。 

○ぬかが和子委員 今お話あったスクールロイヤー

制度は、もうかねてから現場からは、やはり要望

が非常に強かったと。 

  やっぱりこの学校の中で、いろいろなことを判

断するときに法律の目というのが、どうしてもそ

ういう目で現場はなかなか見られないので、それ

は本当に多くの先生方から要望いただいていたと

思うので、私たちも是非、早期実施、そして現場

で判断ができるような、そういうスクールロイヤ

ー制度にしていただきたいというふうに思います。 

  私、１点だけ質問させていただきます。 

  前回、この陳情項目でいうと３番の子ども主体

のいじめ防止活動を実施してくださいというとこ

ろに関わって、辰沼小の取組、その肝の部分とか、

そういう経験とか、そういうものはまとめたもの

あるんですかと、あればそういうものを私たちに

見せてほしいと。そしてそういうものを、やはり

しっかり普及をしていただきたいということを質

問したときに、教育長が２回にわたって答弁され

ているんですよ。資料が残っているかどうかは確

認させていただきます。それから肝の部分をどう

学校に広げていくのかとか、そこから何を学び取

って全校に広げられるのかと。そういったことも

研究したいと思うというふうに答弁されているん

ですが、これ一体どうなったでしょうか。 

○教育指導課長 辰沼小のキッズレスキューについ

ては、今資料がそろい始めたところです。 

  ただ、どうしても抜けている部分がありますの

で、その辺は残っている先生だったりとか、そう

いう人に聞きながら、今、状況調べているところ

です。 

  まだ現在の辰沼小の取組だったりというのも今、

続々と集まっておりますので、集まり次第、御報

告させていただきたいと思っております。 

○ぬかが和子委員 ありがとうございます。 

  是非、私もあの動画やテレビでも特集されたり、

いろいろ、また記事にもなったり、そういうもの

を拝見したときに、衝撃だったんですよね。子ど

もたちが自らが、本当にいじめはいけないと思っ

ている人が実は大勢いるということを可視化して

いく。そういう取組でもあるなと。そのことが悪

い意味の同調圧力じゃなくて、いい意味の、やっ

ぱりいじめはやめようよねというのが学校全体の
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風土になっていくと。やっぱりこれ是非、子ども

主体のこういう現場で、やっぱり先生方や大人じ

ゃ気がつかない部分というのは子どもみんな分か

っているのは、もう教育指導課長も経験者だから

分かると思うんですけれども。是非そういうもの

を、ほかの学校にも普及できるようにしていただ

きたいと思います。もう一度最後、お願いします。 

○教育指導課長 おっしゃるとおり、子どもたちが

本当に自発的にやっていく活動というのを広げて

いきたいなと思っております。 

  ただ一つ、いじめをなくそうというところから

もう一段進んで、やっぱり内面的に優しくなれる

相手の気持ちに立とうというところで、是非いけ

るような形で考えていきたいというふうに考えて

おります。 

○吉田こうじ委員長 他にございますか。 

○長谷川たかこ委員 今、ぬかが委員から辰沼小の

肝の部分という話があって、この間も先日も、辰

沼小の元校長の仲野先生とも、毎月いろいろしゃ

べっているんですけれども、仲野先生のところに

は厚労省からお話があるらしくて、正にその肝の

部分の要所要所をパッケージ化して、全国に広げ

ていきたいと厚労省からお話があるそうです。 

  前回のときに、辰沼小のいじめの取組の話をさ

せていただいたら、何かちょっとそれは古いとか

という話が教育指導課長からあったかと思います

けれども、そこの部分は今どういうふうにお考え

でいらっしゃるんでしょうか。 

○教育指導課長 すみません。古いというふうに聞

こえてしまったら申し訳ありません。 

  実は、やっぱり一昔前、大津の事件があって、

いじめをなくそうという、全校、全国で取り組ん

だときに、やはり、例えば暴言を吐いたりとか、

たたいたりという、いじめというのがたくさんあ

った時期もありました。 

  今、全体で見ると、暴言だったりとかからかい

だったりというのは、全体の３分の１以下。実は

見えないいじめというのが結構増えている。見え

ないというと何かというと、ネットであったりと

か、陰口であったり。だから、先ほど申しました

ように、いじめてはいけないというところからも

う一歩踏み込んで、内面的に自分にブレーキを掛

けられる子、要は人の気持ちに立てる子、優しく

なれる子というところに向かうような形で、もう

一歩進んだ取組をやっていきたいなというふうに

考えております。 

○長谷川たかこ委員 正にそうだと思います。 

  仲野先生との話の中で、不登校といじめはもう

表裏一体だよという話があって、不登校の１，０

００名以上いる子どもたちに、やっぱり１件ずつ

アンケートを取るべきじゃないかと。不登校にな

っている原因をしっかり掘り下げていくと、いじ

めという学校がつかんでいる中でのパーセンテー

ジと、不登校の子どもたちからきちんととじかに

聞いたパーセンテージが、国で示しているのとか

なり格差があるという話だったんですね。なので、

仲野先生いわく足立区においても、その不登校の

お子さんたちに対して、直接アンケートを取って、

何が原因で不登校になっているのか、その中にい

じめも隠されているだろうから、いじめのパーセ

ンテージをきちんと足立区は把握すべきだという

お話もいただいているんですけれども、いかがで

しょうか。 

○教育指導課長 いじめのアンケートを取る際にも、

不登校の子どもたちにどう届けるかというところ、

かなり苦労して、タブレットを使ったりとか、ポ

スティングをしたりとかしています。それで、も

ちろん返してくれる子もいるんですけれども、そ

の辺の子どもたちにどうアプローチしていくかと

いうのが、かなり慎重にやらなきゃいけない子た

ちも大勢いますので、教育相談課長とも相談しな

がら、何かそういうことが手だてができるのかど

うかというのを話してみたいと思います。 

○長谷川たかこ委員 是非、前向きに検討を進めて
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いただきたいと思います。 

  あと私の方には、以前から八尋課長にもお話は

させていただいておりますが、いじめの重大事態

だという、そういうふうに認識されている保護者

の方から、１人だけじゃなくて複数お話が入るん

ですね。そのたびに八尋課長にお話をさせていた

だき、御対応していただいていると思うんですけ

れども、先日もこのお話もさせていただきました

が、区長にお話は伝わっているんですかというよ

うな話も直接あって、教育指導課長にお聞きした

ら、いや、伝わっていますという話だったんです

が、保護者の方が全く見えてないみたいで、毎日

不安なんだそうです。なので、きちんといじめを

受けている保護者に対するケアというのも、教育

委員会の方でも重点的にやらないと、なかなか親

御さんが不安に思っている中で、子どもは気持ち

よく学校に行けないと思うんですね。そこの部分

をどういうふうに今後、是正されますでしょうか。 

○教育指導課長 個別の案件ですので、なかなか言

いづらいこともあるんですけれども、例えば間に

弁護士さんが入っていたりとか、様々ありますの

で、適切な形で相手方と話ができるような形を取

っていきたいと思いますし、今回の件につきまし

ては、また、連絡を取るタイミングがあると思い

ますので、そこでしっかりお話をできればという

ふうに思っております。 

○長谷川たかこ委員 すみません。簡潔にしますが、

もうその方は弁護士さんから外れているので、そ

ういう弁護士が入っている間は確かにそういうふ

うになると思うんですが、私の方に入ってくるの

は、もう弁護士さんから手離れた方とか、話がま

た戻ってきたりもしますので、是非、タイミング

を見てというのも分かりますけれども、迅速にし

っかり、学校と連携を取りながら、手厚いケアを

していかないと、親子２人とも共倒れみたいにな

ってしまうので、重大事態というふうにおっしゃ

っている方々がぽこぽこ出てきているような状況

なので、是非そこを丁寧に、毎日しっかりとアン

テナ立ててやっていただきたいと思います。いか

がでしょうか。 

○教育指導課長 丁寧にやっていきたいと思います。 

  今学校が保護者様とつながっていて、連絡が取

れて、今度登校する日にちも決めていますので、

そこを刺激しないように、そこが履行されてから

というところで動きたいと思います。 

○吉田こうじ委員長 他にございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○吉田こうじ委員長 質疑なしと認めます。 

  それでは、各会派の意見をお願いします。 

○くじらい実委員 継続でお願いします。 

○たがた直昭委員 継続でお願いします。 

○ぬかが和子委員 この陳情項目、５点あるんです

けれども、今日質疑した第３番目の子ども主体の

いじめ防止活動、その答弁の中で教育指導課長の

方からは、自分自身が思いとどまられる、そうい

う優しさを持った人をというのが、正にそれ陳情

項目の１番でして、多様性を担保することで深い

学びを実現してほしいと。一人一人が自分らしく

いられることが承認される。多様性が担保された

環境でこそ、いい学びや深い学びができるんだと

いうことを、だからそういう教育に、そういう集

団をつくってほしいというふうにも出ております。

本当に大切なことだと思いますので、採択を求め

たいと思います。 

○長谷川たかこ委員 採択でお願いします。 

○佐藤あい委員 いじめ対策ということに関しては、

足立区としても、いじめをもうなくしていく、減

らしていくというような強い意志を示して進めて

いく必要があると考えております。子ども主体の

ということで、辰沼小の事例等を、まだ今資料を

集めていただいているというような状況というこ

とですので、そういった資料等を集めていただい

た結果等も伺いながら、また議論を深めていきた

いと思いますので、継続でお願いします。 
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○吉田こうじ委員長 それでは採決をいたします。 

  本件は、継続審査とすることに賛成の方の挙手

を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○吉田こうじ委員長 挙手多数であります。よって、

継続審査と決定をいたしました。 

  次に、（３）受理番号１３ 区立小学校の一日

でも早い給食費無償化を求める陳情を単独議題と

いたします。 

  前回は、凍結・継続であります。 

  本件につきましては、引き続き凍結・継続とい

たしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○吉田こうじ委員長 御異議ないと認め、引き続き

凍結・継続といたしたいと思います。 

  次に、（４）受理番号１４ 医療的ケア児及び

その家族に対する支援等の拡充と新たな支援施策

を求める請願を単独議題といたします。 

  前回は継続審査であります。 

  執行機関は、何か変化はありますか。 

○支援管理課長 特段の変化はございません。 

○吉田こうじ委員長 それでは質疑に入ります。何

か質疑はございますか。 

○ぬかが和子委員 議事に若干協力して、１点だけ

質問させていただきます。 

  前回お伺いしたときに、今度の来年度の小学生、

医療的ケア児が６名、それから保育園については

５名と、保育園の方はもう体制が私も手に取るよ

うに分かるので、小学校の方、この前も質問した

わけですけれども、それに対しては今、訪問看護

事業者などいろいろなすり合わせをしているとい

うのが前回だったんですよ。もう、どんどん刻一

刻と迫っていく中で、今どういう状況かお伺いし

ます。 

○支援管理課長 今ぬかが委員からいただきました

御発言についてですけれども、今取りあえず前回

よりも小学校の受入れのところ、増える予定の子

が出てきています。 

  想定の中では、７名程度になるやもしれないと。

ただ、この御家庭がいろいろと苦慮されている面

もあって、まだ就学先が未定という形になってお

りますので、可能性として小学校で受け入れる場

合もあるということでマックスで、今現在７名と

いう形になっております。 

  また事業者等々のところでございますけれども、

今は訪問看護事業者とすり合わせをしている正に

最中でございまして、今、訪問看護事業者５社と

調整をしておって、この後また月末には打合せを

設ける予定でございます。 

○ぬかが和子委員 そうすると、いつ頃までに、最

悪４月なんて言わないでいただいて、どういう見

通しで、また次の文教委員会には、ある程度明ら

かになるんでしょうか。 

○支援管理課長 見通しとして、見えないお子さん

の家庭の状況については、なかなか難しいところ

があるので、まだはっきりしたことは申し上げら

れないんですけれども、枠組みとして３月の文教

委員会においてガイドライン等々含めて、御報告

はしたいというふうに考えております。 

○ぬかが和子委員 少なくとも、その先が見えない

とか何とかといろいろ流動的な要素はあるかもし

れないけれども、前回も答弁いただいた６名６校、

少なくともそのぐらいの規模では必要になってく

るわけですよ。その辺の見通しについて、きちん

と早めに、やはり心配ですし、陳情項目でもあり

ますので、是非、請願項目でもありますので、報

告していただきたいと。 

  ３月は、多分、文教委員会、１５日になってし

まうということだと、本当に年度末ですよね。極

力、やっぱり安心も保護者にもしていただきたい

し、私たちもきちんとつかんでいたいので、早め

に報告をお願いしたいんですが。 

○支援管理課長 正に御心配かけて申し訳ありませ

ん。できるだけ早く、報告できる体制にしたいと



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 １７  

 

思います。 

○長谷川たかこ委員 今、訪問看護ステーション５

社と調整しているという話だったので、例えば今

後、送迎とか以前も御提案させていただいてます

けれども、保育園に行くその送迎についてとか、

あと在宅型病児保育とか、そういう部分のお話合

いというのはできるんじゃないのかなと期待した

いんですが、いかがですか。 

○支援管理課長 いろいろと長谷川委員からも御提

案等々いただいておりますけれども、できるとこ

ろをやっていく、潰していくという形を取ってい

きたいと思いますので、保育現場ともいろいろと

連携をしていきたいと、関係機関と連絡をしてい

きたいと思っております。 

○長谷川たかこ委員 あと、東部地域病院の病児保

育室の医療的ケア児、預けられる制度を新しく構

築するという部分に関しては、葛飾区とも協議し

ながら進められるのではないかと思いますが、具

体的にいかがでしょうか。 

○子ども施設運営課長 今、長谷川委員のおっしゃ

られた、葛飾区と足立区で共同で運営している病

児保育室でございますが、現時点では医療的ケア

児の方は受入れはしていない状況でございます。 

  今葛飾区の方にも議会の方からも、このような

御要望、御意見出ているというところでお伝えを

しているところでございますので、今後、事業者、

東部地域病院の方とも、受入れは可能かどうかと

いうところはしっかり確認をしてまいりたいと考

えているところでございます。 

○吉田こうじ委員長 よろしいですか。 

  他にございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○吉田こうじ委員長 質疑なしと認めます。 

  それでは、各会派の意見をお願いします。 

○くじらい実委員 継続でお願いします。 

○たがた直昭委員 継続でお願いします。 

○ぬかが和子委員 採択でお願いします。 

○長谷川たかこ委員 採択でお願いします。 

○佐藤あい委員 継続でお願いします。 

○吉田こうじ委員長 それでは採決をいたします。 

  本件は、継続審査とすることに賛成の方の挙手

を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○吉田こうじ委員長 挙手多数であります。よって、

本件は継続審査と決定いたしました。 

  次に、（５）受理番号１５ 不登校の子どもた

ちや発達障害特性のある子どもたちとその保護者

に対する適切な支援等の創設を求める請願、（６）

受理番号３６ 不登校未然防止事業を足立区全

小・中学校で行うことを求める請願、以上２件を

一括議題といたします。 

  前回は継続審査であります。 

  最初は受理番号３６について、追加署名の提出

がありましたので、区議会事務局次長から報告を

お願いします。 

○区議会事務局次長 受理番号３６の請願につきま

しては、１１月１５日付で１６名の追加署名の提

出があり、合計で１４２名になりましたので、御

報告いたします。 

○吉田こうじ委員長 また、報告事項（７）私立学

びの多様化学校（いわゆる不登校特例校）在学の

小・中学生への助成金（案）についてが本請願と

関連しておりますので、併せて説明をお願いいた

します。 

○こども支援センターげんき所長 文教委員会報告

資料２９ページをお開きください。 

  件名、所管部課名記載のとおりでございます。 

  不登校児童生徒への支援として、私立学びの多

様化学校に在学する小・中学生の保護者に対しま

して授業料の一部を助成するものでございます。 

  項番１、助成金の概要を御覧ください。 

  まず対象者は、①足立区に住所を有する私立学

びの多様化学校在学の小・中学生の保護者を、所

得制限なしで対象といたします。助成金額は、授
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業料の２分の１かつ上限３０万円を年額で助成を

いたします。この原則に加えまして、②就学援助

受給世帯に対しまして年額１０万円を上乗せする

ものでございます。 

  （３）項の表を御覧ください。 

  こちらは、東京未来中学校を例にしたシミュレ

ーションでございます。授業料が年間６５万円で

ございますが、①で先ほどの区の３０万円、③で

世帯年収約９１０万円未満を対象世帯とする東京

都私立中学校授業料助成金の１０万円が助成をさ

れます。この①、③の利用によりまして、授業料

は２５万円に減額をされます。加えて、就学援助

受給世帯対象の場合、②で１０万円助成されます

ので、授業料は１５万円に減額をされます。 

  表の一番下でございますけれども、２年度以降

ということですけれども、施設整備費２０万円が

ございますので、①と③の利用で年額４５万円、

①、②、③の利用で年額３５万円の納入金額とな

ってまいります。 

  項番２、今後の方針でございます。 

  この助成金案につきましては、令和６年度当初

予算に計上予定でございます。当初予算案が可決

された際には、令和６年度から実施する予定でご

ざいます。 

  以上でございます。 

○吉田こうじ委員長 それでは質疑に移ります。 

  何かございますか。 

○くじらい実委員 時間も限られているので簡潔に。 

  この報告事項の方の多様化学校への助成金につ

いてなんですけれども。これ参考の方で、東京未

来中学校の例を出して助成金を利用した場合の納

入金額というのを示していただいているんですけ

れども、東京未来中学校は出願とかこれからだと

思うんですよね、生徒さんを募集するのが。大体、

来年度は入学生徒数で８０名ほどとお聞きはして

いるんですが、その中で対象となる区内の生徒さ

ん、ここの対象となる区内の方というのはどれく

らいと見込んでいるんでしょうか。 

○教育相談課長 東京未来中の学校説明会の方に、

足立区民の方が大体４割程度参加なさったという

お話を伺っておりますので、大体８０人のうちの

４割ぐらいは足立区民の方になるのではないかと

いうことで想定はしております。 

○くじらい実委員 あくまで想定の話なんで申し訳

ないんですけれども、こういう助成金の制度あり

ますよというのは、これはどういう形で区民の方

というか、対象になるような方にはお伝えする予

定なんでしょうか。 

○教育相談課長 東京未来中の説明会に来られてい

る方とかには、未来中の方からも一応周知はしま

すということで伺っております。情報の方も東京

未来中の方にお渡ししております。 

  加えて、区のホームページであったりとか、そ

ういったところでの周知、また学校を通して未来

中以外にもございますので、そういった学校を通

しての周知もしてまいりたいというふうに考えて

おります。 

○くじらい実委員 未来中の説明会に行った方はこ

ういう制度ありますよというのが分かると思いま

すし、あとはホームページ見て、未来中の説明会

行っていない方も、それを見て、こういう助成制

度があるんだなと理解できると思うんですよね。 

  そんな中で、これ先ほども想定の話と言っちゃ

ったんですけれども、先ほど説明会４０％ぐらい

が区民の方かなというところで、もし仮に、４０％

を超える場合が出てくる可能性はあるんじゃない

かなと思うんですけれども。そこについて、仮に

その予測よりも多く４０％でも多い方が区民の方

で行きますよという話になった場合は、こちらは

どういうふうな形で対応する予定なんでしょうか。 

○教育相談課長 令和６年度の予算計上としては、

なるべく足りるという言い方がごめんなさい、正

しいかどうか分からないんですけれども、そうい

った形で、計上の方はしてまいりたいというふう
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には考えております。 

○こども支援センターげんき所長 先ほど申し上げ

ました当初予算の中でできればということなんで

すけれども、くじらい委員御指摘のとおり、ひょ

っとして、もっと来てしまったときというのは想

定をしておかなければいけないんですけれども、

予算をもって対応するものでございますので、予

算★★との相談ということになりますけど、例え

ば補正予算ですとか、そういった臨時的な対応と

いうことも想定をしておかなければいけないと考

えております。 

○くじらい実委員 本当に、これはあくまで想定の

話としてでしかできないんで、大変申し訳ないん

ですけれども、やはり不登校の子たちが、こうい

う形で学校に通えるようになってくれれば、それ

が一番ありがたいかなと思いますので、こちらい

ろいろこれからも御意見とかももらいながら、進

めていっていただきたいと思います。 

  以上です。 

○たがた直昭委員 今の関連して、４割程度が足立

区民かなということなんですけれども、やはり各

学校に周知徹底をしていただいて、少しでも学校

に来ていただくような体制をきちんとつくってい

ただきたいと思うんですが、先ほど、これより増

える可能性もなきにしもあらず、また減るかもし

れない、その辺は想定がこれからあるかと思うん

ですけれども、今後はもっと更に力入れていただ

きたいと思うんですが、この辺はどうですか。 

○教育相談課長 今後はというのは、こういった学

校に行かれる方に対してということですかね。 

○たがた直昭委員 はい。 

○教育相談課長 一応、東京未来中とも連携は行っ

ていくということで、両方の区の情報であったり

とか、未来中の情報であったりとか、そういった

ところをきちんと共有しながらいきたいと思いま

すし、また未来中の方も支援するに当たり、保護

者の方との連携大事にしているということでした

ので、その中で、教育相談課であったりとか、そ

ういったところで御協力できるところがあれば、

しっかりと不登校のお子さんを支えていきたいと

いうふうに考えております。 

○たがた直昭委員 その辺しっかり連携を取りなが

ら進めていただきたいんですけれども、この不登

校の未然防止事業について、６月中に関しまして、

先日我が会派で数名で行かせていただきました。 

  大変非常に参考になりまして、先月の委員会で

１０月末時点で１８名の生徒が利用ということな

んですけれども、その後についてはいかがですか。 

○教育指導課長 その１８名の子が全て毎日通って

くるわけじゃないので、現状変わらない状況です

けれども、これから先、変化が出てくるかなとい

うふうに考えております。 

○たがた直昭委員 我々が行ったときは、ちょうど

２名の方がいたということなんですけれども、こ

れを是非、本当に幅広くやっていて、６月中だか

らそこまでできたのかなという部分もあったと思

うんですけれども。人を使わないと、やはりなか

なか難しいかと思うんですけれども、今後、人の

配置についてはいかがですか。 

○教育指導課長 今後も退職した校長であったりと

か、副校長であったりというところで、本当によ

い寄り添える人材というのを確保していきたいと

いうふうに考えております。 

○たがた直昭委員 要望なんですけれども、退職し

た校長先生とか教員さんというのはいっぱいいて、

協力してくれる方はいっぱいいるかと思うんです

けれども、やはりある程度生徒と人間との寄り添

いのパイプがないと、俺は中学校の校長ＯＢで、

単なる来たんだよというよりも、子供たちのこと

を考えながら、メンタル的にもフォローできるよ

うな、そういうＯＢを選出していただきたいと思

うんですが、最後いかがですか。 

○教育指導課長 正にそこを一番に考えて、選出し

ていきたいというふうに考えております。 
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○ぬかが和子委員 私は、まず最初に報告資料の方

から質問させていただきます。 

  これ、当初予算で計上予定ということなんだけ

れども、議会の場で要望や質問で言っていたのは、

やはり新年度入学する子どもたちに間に合うよう

に、そこから応援をしてほしいというのが、私だ

けじゃなくて、いろいろな会派の方からあったと

思うんですよ。 

  当初予算で計上ですと、３月の終わりに予算が

成立して、執行は４月以降になりますから、当然

この入学金とか初年度納付金とか、授業料の１期

とかも含めて間に合わない、いわゆる奨学金をや

ったときと同じ課題が出てきちゃうと。そう考え

たら、やはり最終補正とか、少しでも早くこれを

実現できる。つまり少しでも、この親御さんたち

に、一旦納めて返ってきて助かったわじゃなくて、

このお金があれば、この学校にうちの子入れられ

るわという御家庭が利用できるようにしていただ

きたいと思っているんですが、副区長どうですか、

その辺。教育長でもいいんですけれども。 

○教育長 予算的な内容でございますけれども、で

きるだけ御負担が生じないように、今回奨学金で

も、そういった課題がありましたので、検討させ

ていただきたいと思います。 

○ぬかが和子委員 確かに奨学金のときも、それで

補正でやっても救えないとか、やっぱりタイムラ

グが出るとか、今回、奨学金の方はかなり早い時

期に出せるようにしたという。今後そういう改善

も必要だろうというふうには思っているんですけ

れども、この新年度に入る子どもたちが救えるよ

うに、どうやったらできるのかとことを、是非、

単に新年度予算通りました。制度ができましたと

いうんじゃなくて、対応していただきたいと要望

します。 

  それから陳情の審査に関連してなんですけれど

も、文科省の全国調査でも、足立区は不登校児１，

０００名超えたと、また超えたということだった

けれども、全国調査で３０万人に迫っているとい

うものが出ていて、私も不登校の親の交流会も出

させていただく中で、やはりどうして不登校にな

っていくのかという点での考え方について質問し

たいと思うんですけれども、こういう指摘されて

いるんですよね。子どもが過剰なストレスを受け

て心の傷を負った結果、ストレスの主要な現場で

ある学校にいられなくなり、本能的に防衛するた

めに家庭に退避していると。学びづらさや生きづ

らさが深刻な状況の中で、不登校というのがある

と。こういうふうに言われているんですけれども、

その辺について区教委はどうお考えでしょうか。 

○こども支援センターげんき所長 まず、子どもが

不登校になったときに、子どもの心理にこれアプ

ローチして、子どもにどういうとこに原因がある

のかということを、まず原因を確認するときに、

その中で一つ、やっぱり学校の環境があるんだと

いうことは、これまで原因を我々が気付いてあげ

る上で、まず大事なことであるとされてきました。

そのことは現在も行っておりますし、大事なこと

だと思います。 

  ただそのことに加えて、子どもの環境、これは

保護者も含めた子どもの環境に何か原因があるの

ではないかというところで、保護者も大変なスト

レスを感じている環境があります。 

  最近では、そのことも含めて不登校の原因を探

っていこうというところが非常に大きな課題とさ

れるところもありまして、先ほどぬかが委員御指

摘の交流会もそうなんですけれども、あの中では

非常に基本的な子どものコミュニケーションの仕

方ですとか、そういったことなども講演会なども

やるんですけれども、幅広に不登校の原因といい

ますか、要因といいますか、そのことを探ってい

こうというところが教育委員会として大事にして

いるところでございます。 

○ぬかが和子委員 結局、学校にいられなくなると

いうことが不登校なわけですよ。 
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  ところが、この足立区でも前々回か御報告いた

だきましたけれども、国の調査なんかでも一律や

っている調査で、不登校の要因というのの選択肢

の中が、結局、無気力とか不安とか、生活リズム

の乱れとか、家庭に係る状況とか、そういうので

統計取っていくわけですよ。そうすると、実は学

校で、正に陳情にもあるような本当に生きづらさ

とか、いろいろな悩みを抱えている。多様性尊重

されない、学力ついていけない、いろいろな辛さ

の部分というのが見過ごされてしまうと。やっぱ

りそこをきちんと見据えて、この陳情で言ってい

るのは、学校が楽しい現場にならなきゃいけない

というふうに言っていて、何もこども支援センタ

ーげんきの方だけの課題じゃなくて、本当に、学

校がどう楽しくできるかということを教育委員会

として、全体として重視していただきたいという

ふうに思っているんですが、どうでしょうか。 

○こども支援センターげんき所長 話それてしまい

ますが、この度の未来中学校なんか視察させてい

ただきますと、子どもが学校の関係に入るときの

何か配慮というんですかね、すごくわくわくする

ような、ああいったところが随所にあるという。

我々、公教育の中で不登校支援してきましたけれ

ども、これからこういう多様なところと連携をす

ることによって、今申し上げたような非常に子ど

もにとってハードルが下がるような要素みたいな

ものも我々としては吸収して、公教育にフィード

バックしていくような、そんな連携なども模索し

ていきたいと考えております。 

○ぬかが和子委員 その前に私聞いていた学校が楽

しい場になっていかなきゃいけないでしょうと。

不登校を生まない方がいいんだから、なってから

の対処は、こども支援センターげんき所長、言う

とおりだけれども、やっぱり学校楽しい場にする

ということでの全体としての努力、私から言わせ

ると学力テスト、何かが続いているというのも、

４月はあれは絶対、学校楽しくないなとは思って

いるんですが、その是非はともかくとして、学校

は楽しい場にしていかなきゃいけないと思ってい

るんですが、どうでしょうか。 

○教育長 今回、本当１，１００名を超える不登校

のお子さんが出たということで、今、ぬかが委員

おっしゃるように、学校生活自体が子どもにとっ

て楽しい場であると。これはもう大変大事なこと

だと思います。 

  それ以外にも、いろいろな悩み事があったり、

原因があるんだと思いますけれども、そういう環

境をつくれるように、教育委員会全体として努力

をしていきたいというふうに思います。 

○ぬかが和子委員 本当そうなんですよ。 

  例えば、申し訳ないけれども学力テストね。学

校入って、東京都はやめたということで、国の学

力テストと区の学力テストが４月に連続して続く

と。教育指導課長は、まだそんな過去問やってい

る学校あるんですかなんて私には言ってくださっ

たんだけれども。 

  先日、やっぱり現場を体験している先生、個人

的なつながりのある方に集まっていただいてお話

を聞いたら、学校によっては今でも宿題やサマー

スクールなどでは過去問３０回やっていると。過

去問だけやらされて学校楽しくないですよね。本

当に何が大事なのかというのを考えて、是非やっ

ていっていただきたいと。 

  その上で、先ほどこども支援センターげんき所

長の方から答弁あった親への対処という点で、今

度、本会議の中で親の交流会も増やしていくとい

うことを言ってくださったんで安心したんですけ

れども、どのくらいの規模で増やしていこうとし

ているのか。 

  また、いろいろな団体ＮＰＯさんもいらっしゃ

るし、不登校の親のお母さん方の交流会そのもの

にも携わってくださっているＮＰＯさんもいらっ

しゃるということでは、連携についてもどう考え

なのかお伺いします。 
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○こども支援センターげんき所長 本会議でも答弁

させていただきました。交流会回数を確かに増加

させていこうということなんですけれども、その

目的といいますのは、やはり広く保護者の方から

御意見を聞くということが、我々の政策形成上も

非常に重要であるということ。こういう点をやっ

ぱり日々ブラッシュアップしていきますので、そ

ういったことを幅広くキャッチする必要があるこ

とから、回数的にはやっぱり増加する必要がある

であろうという、そういうことを御答弁申し上げ

たいところで。 

  すいません。まだいつ、どのぐらいやるとかい

う、まだそういう段階にはなっておりませんので、

また改めてそれにつきましては、しかるべきタイ

ミングで御報告させていただきたいと思いますの

と。 

  あと、いろいろな団体との連携ということも本

会議では御指摘を受けたところでございます。保

護者としっかり交流していくということに加えて、

様々な今の不登校に関わる団体といいますか、要

するに、地元地元でいろいろな立場の方がいらっ

しゃいますので、我々まだその辺は全て把握し切

れているわけでもないところではあるのですけれ

ども、そういった様々な立場の方と連携していく

ということも併せて検討してまいりたいと考えて

います。 

○ぬかが和子委員 正に不登校を体験した親の方の

お話を聞きますと、共通しているのが、交流会で

も出ていましたけれども、途端にママ友がママ友

じゃなくなると。誤解や偏見に苦しんだとか、こ

の不登校というのが競争社会の中で落ちこぼれと

みなされてしまって、親自身もそう思ってしまう

ことで苦しむと。そうすると、親をどうフォロー

していくのかというのが非常に重要になっている

と思うので、そこは大切にしていただきたいと思

います。 

  それと、今言った各団体との連携という点では、

一つは、区でもつかんでいない私知っているだけ

で、いわゆる民間の塾のような無料塾で不登校の

方を、常時じゃないけれども、定期的に週１回と

か、そういう形で勉強を教えて、過去には元気に

通っていたお子さんが無料塾通ったことで、何か

学力も自身ついて進学できたという例もあったと

いう塾の方のお話聞いたり、また別の地域でもそ

うやっている話も聞いているので、是非そういう

心あるいろいろな団体の方々いらっしゃると思う

んですよ。 

  この不登校に関しては、国でも、そういういろ

いろな団体つなぎましょうよというのが、ＣＯＣ

ＯＬＯプランでも言われている中で、是非プラッ

トフォーム的なものをつくって、子ども食堂でプ

ラットフォーム作ったように、不登校のプラット

フォームつくってやっていくというのが重要なん

じゃないかと思うんですが、どうでしょうか。 

○教育相談課長 ぬかが委員おっしゃるとおり、区

内で様々な団体の方が、不登校のお子さんの支援

はしていると思います。 

  まだまだ、全部把握し切れていないのと、フリ

ースクールという名前も、特にこういう学校がフ

リースクールというような、何ていうかそういっ

た法的なものがないので、本当にこう様々あると

いうところでは、まずは、どういった団体がどの

ような支援をしているのかというところを、しっ

かりと把握をまず来年度していきたいというふう

に思いますので、その中で、そこでのプラットフ

ォームだけじゃなくて、しっかりと学校も巻き込

んでの形での支援もしていきたいというふうに考

えておりますので、もう少しお時間いただきなが

ら広めていきたいというふうに考えております。 

○教育長 今回、東京未来中学校ができたというと

ころで、一つ区としては、やっぱり大きな転換期

に来ているんだと思いますので、今、教育相談課

長申し上げましたけれども、できるだけ早期に、

そういうような情報をまず連絡できるような、そ
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ういう連絡会的なプラットフォーム的なものが必

要だろうというふうに考えておりますので、取り

組んでいきたいというふうに思います。 

○ぬかが和子委員 ありがとうございます。答弁。 

  本当に、私がつかんでいるようなところは、聞

いたお話というのは、フリースクールとも言えな

いんですよ。通常塾だったりするから。でも塾や

っていても社会貢献したいから、週に１回は不登

校のお子さんが無料で学べるようにしているんで

すというお話だったりとか、そういう方々も合わ

せるとかなりいろいろな方々が携わってくださっ

ていると思っているので、是非そういうところを、

その方に言われたのは、こういうふうにやってい

るということをかつては元気か、指導課か、学校

の校長先生の関係かなんかで、そういうにやって

いるから不登校の子も行ったらなんて言ってくだ

さったことがあったそうです。ところが、私塾だ

から、そういうのを紹介するのはけしからんと一

時期から拒まれちゃったという話だったんです。

でもそうやって心ある、ふだんは商業的にやって

いる方でも、無料でやりましょうというようなと

ころも視野に入れて連携して、そして、その方に

言わせると、とにかくそういう団体として認めて

くれるだけでも違うんだというお話をしていたん

です。そういうことで心ある人たちの心を集める

ようなプラットフォームを是非つくっていただき

たいと、要望して終わります。 

○長谷川たかこ委員 今、お話あったフリースクー

ルの件なんですけれども、やはり気持ちのある情

熱のある親御さんたちがフリースクールをつくる

ということで、いろいろ活動をしているんですが、

やはり自腹を切ってしまっていて、なかなか大変

だということで、げんき応援基金を活用したいと

いうことで、１回だけではなく、数回、２回とか

申請をしても、うまく採択していただけない。そ

の理由というのが、御本人たちも区の方からアド

バイスいただいているということを執行機関から

は聞くんですが、御本人たちはそれがしっかりと

把握されていなかったということもあって、何で

だろうという、その不信感にまでつながっていっ

てしまう、区に対する。何かそんな状況になって

いるのを垣間見ると、中に板挟みになっている私

としては、もうちょっと丁寧に先方が理解できて

いるかどうかを確認しながらアドバイスをする。

今そういうフリースクールをつくりたいと言って

いる情熱ある親御さんがいるわけですから、うま

く区としてアドバイスをしながら、何か軌道に乗

るような手助けをしていただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

○あだち未来支援室長 地域活動をやられている

方々を把握しておりますので、今回はげんき応援

事業が駄目だったんですけれども、来年度また申

請する時期がありますので、ＮＰＯ活動支援セン

ターにも先ほど連絡させていただいて、その対象

者の方にも御連絡させていただきましたけれども、

きっちり理由があって審査が通らなかったという

ことなので、その審査が通るような形のアドバイ

スするわけではないですけれども、そういうこう

いう形でもっと人集めするんだよとか、その仕組

みをうまいことつくれるような形で、我々も支援

していきたいというふうには考えております。 

○長谷川たかこ委員 是非丁寧に行っていただきた

いと思います。 

  代表質問でも、当事者の親の皆様を集わせて御

要望が出ているんですが、当事者のアイデアを、

この足立区の施策に生かしてもらいたいんだとい

う強い御意見がいろいろと出ているところです。 

  今回考えていただけるということで、お話はい

ただいているんですけれども、その具体的なスケ

ジュール感というのは、今後、この委員会の方に

も御報告はいただけますでしょうか。 

○教育相談課長 民間との連携等も、今後、またき

ちんと御報告させていただきたいと思うんで、基

本的には令和６年度でやる予定ですので、もう
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少々すみません。お時間いただければと思います。 

○長谷川たかこ委員 また更に委員会と、それから

代表質問でもお話ししましたが、先日、流山市立

のおおぐろの森中学校、私視察に行きまして、と

てもよい取組がありましたので、この不登校支援

についても、いろいろなハード面とソフト面でも

仕組みを構築されていらっしゃいますので、皆様

行かれるという御報告はいただいているんですが、

来年、何月何日ぐらいに行われ、その視察報告と

か委員会とかでいただけるんでしょうか。 

○教育指導部長 御提案もいただきましたので、来

年１月に行こうというふうに今、調整をしている

ところでございます。 

  また、どのような状況であったかというのは御

報告をさせていただきます。 

○長谷川たかこ委員 すばらしい取組をしていたの

で、できるだけ多くの皆様に、執行機関の皆様に

足を運んでいただいて、是非よいところを足立区

のこの教育の中に落とし込んでいただきたいと思

いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○吉田こうじ委員長 他に。 

○伊藤のぶゆき委員 端的に、今回助成金を出すと

いうことなんですけれども、これ何で授業料の２

分の１を出すということで、就学援助の方は更に

１０万円上乗せという金額が設定されたんですか。 

○教育相談課長 授業料の２分の１というのは、私

立の学校でもございますので、全額というような

ことは難しいかなというところと、不登校のお子

さん、様々支援をしております。元気の方でも、

チャレンジ学級であったりとか、あといろいろな

支援事業がありますけれども、そちらに掛かって

いる経費等を総合的に考えて、３０万円というと

ころで一応考えさせていただきました。 

○伊藤のぶゆき委員 以前、不登校の子がどれだけ

共働きの家庭があるんですかと質問したときには

分からないという話だったんですけれども、別に

不登校の家庭だからといって、家庭が別にお金が

ない、あるというわけではないと思うんですね。 

  この就学援助の方に対して１０万円上乗せとい

う数字が正しいのかどうか分からないんですけれ

ども、お金がなくて、確かに不登校で通えないと

いうんだったら、逆にこの子たちには全部出して

あげて、収入がある方たちに対しての助成金を出

すという、２分の１出すという方には、なぜそこ

に対して踏み切ったのかという理由がよく分から

ないんですけれども。 

○教育相談課長 あくまでも不登校のお子さんへの

支援ということで、今回こちらの助成金の方は制

度の方を考えさせていただきましたので、所得制

限なしということでさせていただきました。 

  就学援助世帯については、ただそのように制度

設計させていただいたんですけれども、まだまだ

厳しいのではないかという内部でのお話もござい

ましたので、就学援助の世帯の方には上乗せとい

うことで、制度設計させていただいております。 

○伊藤のぶゆき委員 長くなってもしようがないん

でこれで最後にしますけれども、先ほどぬかが委

員がおっしゃったように、子どもたちに対して本

当に心あるような手当てをしていくという話であ

るんであれば、当然、来年度から間に合うように

するべきだし、不登校だからといって、その子た

ちを助けるというものがお金ということなのか、

環境なのかということには分からないですけれど

も、不登校だからといって、全て私立の学校に行

けば少しでも不登校が未然に防げるということに

なるかもしれないということで、そのお金を半分

補助するというものが行政的にそれが本当に正し

い考え方なのかどうなのかというのを、もう一回

突き詰めていかないと、例えばですけれども、小

学校に行っていて、その子どもがいじめられたか

らといって、中には私立に行く子どもたちもいま

すよね。中には。そういった方々が行った場合に

は、そのお金というのは当然補助してくれるんで

すか。 
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○こども支援センターげんき所長 教育相談課長も

申し上げました不登校施策の一環ということでご

ざいますので、不登校の子どもたちに対する支援

ということですので、結果不登校になったという

ことであれば不登校の支援の対象にはなってまい

ります。 

  先ほど申し上げましたけれども、不登校でこれ

までチャレンジとか、いろいろな支援をしている

ときに、子ども 1人当たりどのぐらいの公的な支

援がなされているかというのを計算した試算の一

つでは、大体３０万円ぐらいなところもあったと

ころから、この度も繰り返しになりますけれども、

不登校施策の一環ということで行わさせていただ

いておりますので、この辺に上限をもって、しか

も所得制限でなしでいくというところに原則を置

いたという経緯がございます。 

○吉田こうじ委員長 他にございますか。 

○佐藤あい委員 すみません。端的に、請願に関連

しまして質問させていただきます。 

  不登校の子どもがいる保護者に対する支援とい

う部分では、スクールカウンセラーの活用という

のもすごく重要かと考えておりますけれども、ス

クールカウンセラーの相談の稼働率はどのくらい

でしょうか。 

○教育相談課長 稼働率というのは、スクールカウ

ンセラーは学校に週１回行っておりまして、その

時間の中で、様々な相談を受けたりとか、あとは

その授業の授業観察をしたりとか、そういったよ

うな形をしております。稼働率という形で出した

ことはないので、パーセンテージという意味では

分かりませんけれども。受けた数は出ますけれど

も、稼働率ということではすみません。数字の方

は分かりません。 

○佐藤あい委員 質問の意図としましては、相談も

予約が取れる枠というのがあると思うんですけれ

ども、それがどのくらい埋まっているのかなと。 

  あるいは、予約がいっぱいで取れないというよ

うな状況があるのか。あるいは空いているのかと

いう、そのあたりが知りたかったんですけれども、

いかがでしょうか。 

○教育相談課長 予約でいっぱいでという話は特に

は聞いたことはないので。ただ学校の方も、その

枠の中で相談というのを受けているので、もうい

っぱいで、相談が入れられないというような話と

しては、学校現場からは今のところ聞いたことは

ございません。 

○教育指導課長 肌感覚ですけれども、カウンセラ

ーが、例えば保護者と面談をするときというのは、

続けざまにやると保護者同士が会っちゃったりと

かするので、なるだけ埋めないように工夫してい

ます。間に子どもの面談を入れたりとかしていま

すので、あと週に１回しか来ないので、突然の予

約にも対応できるように、ある程度空白の時間を

つくっていることがありますので、年間通じて忙

しい時期はありますけれども、常に入れるような

状況にはしているというのが現状です。 

○佐藤あい委員 不登校傾向のお子さんがいらっし

ゃる保護者の方から、スクールカウンセラーに相

談というのがなかなかしづらい。それは週に１回

だったり、２回、学校によっては違うと思うんで

すけれども、日にちが限られている、時間も限ら

れているという中で、なかなか相談がしづらいと

いうところですとか。あとスクールカウンセラー

というものがいるということは把握しているけれ

ども、実際に予約の仕方が分かりづらいというよ

うなお声もあります。 

  例えば今年ですと、９月８日に１人で悩まない

で相談してくださいというお便りが小・中学校に

配布をされていると思いますし、Ｈｏｍｅ＆Ｓｃ

ｈｏｏｌでも配信されていますけれども、そちら

の中にも教員スクールカウンセラー等にいつでも

相談できる体制を整えているという旨書かれてお

りますが、そこにどうやってスクールカウンセラ

ーに相談をする、約束をするのかとかというとこ
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ろが明記されていなくて、そのときに一緒に配ら

れた相談窓口の一覧というのもスクールカウンセ

ラーでもなくて、ほかの元気とか、その他、都の

電話のアナウンスですよね。なので、スクールカ

ウンセラーにはどうやってアプローチしたらいい

かというのが分かりづらいと思います。その点、

いかがお考えでしょうか。 

○教育相談課長 スクールカウンセラーに相談した

い場合は、学校の方に伝えていただければ大丈夫

なんですけれども、今後そういった手紙を出すと

きには、必ず学校に御連絡くださいというな一文

を載せるように、学校の方にも周知しておきます。 

○佐藤あい委員 是非お願いいたします。 

  また、スクールカウンセラーとは別で、げんき

に相談というお話もあるんですが、げんきに相談

は割といろいろと悩んだ上で、やっとお電話をす

るという方が多いなという印象です。私のところ

でお話を聞いた方は西新井でしたけれども、お電

話をしたところ、予約１か月以上先ですという状

況でした。 

  綾瀬とか竹の塚ではいかがでしょうか。 

○教育相談課長 １か月先というのが、曜日がある

程度決められていたりとか、お客様の希望が夕方

であったりとか、そういったところがあると１か

月とか、それこそ土曜日ですともう少し掛かって

しまう場合もございますけれども、竹の塚と綾瀬

も、そういった状況では同じような形であるとい

うふうに思います。 

○佐藤あい委員 やっと電話をして１か月以上先に

なってしまうというのは、やはり、とても不安が

より強まってしまうなと思いますので、こちらに

対しての対応、もっと早く早期に予約受付、相談

受付ができるような人員の配置などを御検討はい

ただけないでしょうか。 

○教育相談課長 現在、教育相談員の増員等はすぐ

にはまだなんですけれども、今後の教育相談の件

数であったりとか、そういった一番最初の御予約

のお話を聞くまでの期間と考えまして、人員計画

についても考えていきたいというふうには思って

おります。 

○佐藤あい委員 お願いいたします。 

○吉田こうじ委員長 他にございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○吉田こうじ委員長 質疑なしと認めます。 

  それでは、各会派の意見をお願いいたします。 

○くじらい実委員 ２件とも継続でお願いします。 

○たがた直昭委員 両方とも継続でお願いします。 

○ぬかが和子委員 両方とも採択でお願いします。 

○長谷川たかこ委員 両方とも採択でお願いします。 

○佐藤あい委員 両方とも継続でお願いします。 

○吉田こうじ委員長 それでは採決いたします。 

  本件は、継続審査とすることに賛成の方の挙手

を願います。 

［賛成者挙手］ 

○吉田こうじ委員長 挙手多数であります。よって、

継続審査と決定いたしました。 

  続きまして、（７）受理番号４４ ペアレント・

メンター養成講座の条件緩和と全小・中学校への

アウトリーチ新規支援事業を求める請願を単独議

題といたします。 

  前回は継続審査であります。 

  最初に、追加署名の提出がありましたので、区

議会事務局次長から報告をお願いします。 

○区議会事務局次長 追加署名の前に１点おわびが

ございます。 

  本請願につきましては、最初に受理をした際、

既に１２４名の署名がございましたが、請願文書

表に署名人数を記載することが漏れてしまいまし

た。誠に申し訳ございません。この場をお借りし

ておわび申し上げます。この後、請願文書表のデ

ータは正しいものに差し替えをさせていただきま

す。 

  そして、追加署名でございますが、１１月１５

日付で１４名の提出がございまして、合計で１３
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８名になりましたので、御報告いたします。 

○吉田こうじ委員長 御了承ください。 

  また、報告事項（６）ペアレント・メンター事

業についてが本請願と関連しておりますので、併

せて説明をお願いいたします。 

○こども支援センターげんき所長 では、文教委員

会報告書２６ページをお開きください。 

  件名、所管部課名、記載のとおりでございます。 

  項番１、令和５年度に行う業務等でございます。 

  一つ目が（１）行政研修の実施でございます。

対象日程等は（ア）から（オ）のとおりでござい

ます。 

  （カ）の受講資格要件でございますが、（イ）

にございますとおり、引き続き、東京都基準を緩

和し、医師より発達障害傾向の見立てのある子ど

もの子育て経験者も対象としてまいります。 

  二つ目が（２）のアドバイザー制度の新設でご

ざいます。 

  令和６年度より事業方式を見直すことから、ア

ドバイザーから運用状況を御評価いただき、多角

的な御意見などを御提言いただくものでございま

す。 

  今後の予定、有識者への委嘱につきましては、

（ウ）にございますとおりでございます。 

  次に、２７ページお開きください。 

  項番２、令和６年度のペアレント・メンター事

業でございます。（４）相談業務のイメージでご

ざいますが、区からメンター依頼をする場合、複

数の団体が対象となります。そして実績に応じた

謝礼が支払われるものでございます。 

  （５）相談場所でございますが、こども支援セ

ンターげんきの会議室を利用いたしまして、火曜

日、木曜日、金曜日に電話相談、個別相談を行う

予定でございます。 

  （６）メンター登録団体につきましては、原則、

養成研修修了者が所属する団体であることを条件

とし、実施要綱やガイドラインで定めることで適

切な執行体制を確保してまいります。 

  ２８ページをお開きください。 

  先ほど申し上げました実績に応じて支払われる

謝礼でございますが、（エ）の謝礼（案）のとお

りでございます。 

  （７）事業実施案でございますが、（ウ）にご

ざいますとおり、グループ相談を電話相談、個別

相談を行う火曜日、木曜日、金曜日以外の日程で、

地域学習センター会議室などを活用しながら実施

してまいります。 

  また、こうした一連の相談業務は、登録要綱に

基づいた登録団体ごとに従事することとし、こど

も支援センターげんき宛て相談依頼があった際に

は、登録団体に連絡し調整を依頼してまいります。 

  以上でございます。 

○吉田こうじ委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑ございますか。 

○くじらい実委員 すみません。端的に幾つか聞き

たいんですが、まずこれ１番の令和５年度に行う

業務等についてなんですけれども、これ（カ）の

受講資格要件原則とありまして、確認ですけれど

も、受講資格というのは、（ア）、（イ）、（ウ）

全てを満たす必要があるのか、それとも一つが当

てはまればいいのか、確認でお答えください。 

○支援管理課長 三つとも要件を満たしていただく

ということでございます。 

○くじらい実委員 そうしますと、この（ア）にあ

ります親の会やサークル活動などの団体、また支

援機関等の団体という団体が出ているんですけれ

ども、これ具体的にどんな団体かは明示できます

か。 

○支援管理課長 実際、今そういった子どもの支援

をしている団体というふうに想定しております。 

○くじらい実委員 分かりました。 

  あともうちょっと、次に行きまして、令和６年

度のペアレント・メンター事業なんですけれども、

これのメンター登録団体のところなんですが、こ
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れは登録団体、今、足立区内といいますとメンタ

ー登録団体というのは、今対象になるのはどれく

らいの数あるんでしょうか。 

○支援管理課長 現在は一つかというふうに認識し

ております。 

○くじらい実委員 そうしますと、これ上の方にあ

るイメージとか、相談業務のイメージで、団体Ａ

または団体Ｂとか、これ読んでいくと、大体何か

２団体ぐらいをイメージしているのかなという感

じなんですが。これは団体数というのは、これか

らその登録団体が仮に増えてきた場合に複数の団

体という、何かこれ制限とか付けるんですかね。

数が多くなってきた場合はどうするんでしょうか。 

○支援管理課長 分かりづらくて申し訳ありません。 

  要は、今現在ねっとワーキングさん、実際今、

委託をしている団体でございますけれども、こち

らの方は、要件を満たしております。 

  また、今活動しているところが少々あるかどう

かというところは不透明なところもありますけれ

ども、その辺のところを確認しつつ、法人につい

て、団体について増やしていけたらというところ

でございます。 

○くじらい実委員 そこは今後、また見ていただき

たいと思うんですけれども。 

  あと最後になりますけれども、これ謝礼の部分、

報酬費の案とありまして、コーディネートで１件

で５，０００円とか明記していただいているんで

すが、これ以前の委員会で、予算額大体これぐら

いだよというのを示していただいたと思いますが、

大体約４３４万円掛かりますよというふうに示し

ていただいたと思うんですけれども、それは報酬

というのは、その枠内で収まっているという認識

でよろしいでしょうか。 

○支援管理課長 はい。くじらい委員おっしゃると

おりでございます。 

○吉田こうじ委員長 よろしいですか。 

○長谷川たかこ委員 すみません。最初に私、この

紙を皆様の議場に配布させていただきました。 

  これは当時、ペアレント・メンター発足した後

に、行政視察が地方議会からありまして、そのと

きにアシストの係長が作られたものです。これに

関しては、かなり間違っている部分が、条文はと

ても間違っているので、それについては後ほど異

議申し立てますけれども、まず内容についてなん

ですが、前回のときは会計年度任用職員で３００

万円のお金をお支払いするということで、１２月

ぐらいに募集を掛けますとか、そんな話があった

かと思うんですが、今日のこの御報告の中にはそ

この部分がごそっと抜けているんですけれども、

何でそこを触れないんでしょうか。 

○支援管理課長 説明が不足しておりまして申し訳

ございません。 

  ８月の段階では、文教委員会報告のときには長

谷川委員おっしゃるとおり、そういう報告をさせ

ていただいておりました。 

  ただ、この会計年度任用職員のところについて

は、我々の事務精査の過程の中で、職員を付けな

くてもいけるんではないかというふうなところが

ございました。ですので、今回の体系については、

法人の方と協定を結びながらやっていくというふ

うな形でございまして、会計年度の募集云々のと

ころについては、以前は確かに１２月程度を募集

ということで申し上げたところでございますけれ

ども、そこについてはおわびします。 

○長谷川たかこ委員 それはどちらの執行機関から

のお話だったんでしょうか。 

○支援管理課長 我々の方でいろいろと、事務の部

分を精査をさせていただいて、これ区としての精

査でございます。どの部局というよりも精査をし

た結果ということで、御認識していただければと

思います。 

○長谷川たかこ委員 私、その執行機関の判断はと

ても正しかったと思っております。 

  ある意味、私と井上先生の方でこの事業内容を
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精査したときに、１か月２．何件という形で３件

もいっていない相談件数だったんですね。そうい

う事業に、会計年度任用職員をわざわざ１人雇っ

て３００万付けて、それを毎年、毎年行うという、

そこまでする事業なのかなと私も正直思っていた

んですね。ですから、それは役所の適切な財政課

の方なのか分かりませんけれども、そういう執行

機関の方でそういう判断を下されたというのは私

は適切だと思っているので、よかったと思ってお

ります。 

  それと、御説明の中で、その団体要件の方では、

事前説明のときに一般社団法人ではないといけな

いとかという話があったので、それはいかがなも

のかなと思って、いろいろ副区長にもお話をさせ

ていただいたりもして、ＮＰＯでもいいですとい

う話にもなった経緯がありますけれども、要は見

ていると、まだ、だから会計年度任用職員を付け

るという前提でいろいろ動いていらっしゃったか

ら、この内容も最初から、当初から決めていたも

のから相当何かずれが生じているというところは

私も感じました。執行機関の方にもお聞きしたら、

そういう状況だというお話だったので、とにかく

この事業をきちんと適切に運用するということで、

私は執行機関の皆さんと協力しながら応援体制で

いるんですけれども。その中で、今回４３４万円

余は、これは完全に使い切るということでよろし

いんでしょうか。 

○支援管理課長 来年度の予算組みにつきましては、

先ほど冒頭で、うちのこども支援センターげんき

所長の方から御説明しておりますけれども、当初

予算ということで組ませていただいた中で、成功

報酬といいますか、一件、一件の相談に応じた形

を想起しておりますので、全て全て、相談が多い

年度もあれば、いやいや相談が少ないという年度

もございますので、これについては使い切る云々

ではございません。 

○長谷川たかこ委員 もともとずっと低空飛行だっ

たので、予算はこんなに掛からないだろうなとい

うふうに思います。 

  それで、アドバイザーの新設で、井上先生と原

口先生には、お幾らお支払いするんでしょうか。 

○支援管理課長 このアドバイザーのところも実を

言いますと、委嘱はさせていただくんですけれど

も、相談に乗っていただいたときにだけお支払い

するような形を想定しておりますので、幾ら幾ら

ということではなくて、財政課で金額が決まって

おりますので、それを横引きした形で相談に応じ

て払っていくというものでございます。 

○長谷川たかこ委員 これから拡充すると思います

けれども、今後、相談ケースが以前と同じような

状況だと、かなりの金額が残ると思うんです。何

百万。何百万はどういう形に今後されるのか、詳

細を教えていただけますでしょうか。 

○支援管理課長 これは、役所仕事で全てそうなん

ですけれども、当然ながらお金が余ってくれば、

３月補正なりというところで落としていくという

ふうになりますので、全て全て使い切るというも

のではございません。繰り返しになりますけれど

も。 

○長谷川たかこ委員 そういうふうになった場合に

は、適切な事業に是非、回していただきたいと思

います。以前からお話ししたように、部署は違い

ますけれども、部署同じですね。医療的ケアのレ

スパイトの所得制限撤廃とか、人数少ないわけで

すから、本当に必要な方のところにしっかりと予

算を付けていただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

○支援管理課長 レスパイト事業につきましては、

障がい福祉部の方でやっておる事業でございます

ので、きちんと伝えてはまいります。 

○長谷川たかこ委員 この紙に戻りますけれども、

ペアレント・メンター事業立ち上げ、２０１５年

８月キックオフミーティング開催となっておりま

す。この経緯というのは私が発達障がいの研究を
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全国、自分で旅しながらいろいろな各部署に行き

まして、市区町村、県にも行きまして、いろいろ

と自分で研究をし、そのときに出会ったのが井上

先生です。井上先生とペアレント・メンターを足

立区でも築こうという話にもなり、代表質問で私

は提言をそこでさせていただきました。 

  その後、もうすぐに執行機関の当時の福祉部長

だったり、アシストの所長だったりと、当時の管

理職の皆様と井上先生を引き継ぎながら、御紹介

しながら、このペアレント・メンターの構築にど

んどんこうなっていったんですけれども、そのと

きに今のねっとワーキングの代表の町田さんにお

声掛けをしまして、日笠さんを連れてきてもらい、

その後、私がうめだ・あけぼの学園の理事長の加

藤先生にも話をして人材を派遣していただき、当

時このキックオフミーティングするに当たって、

私が声を掛けた方々での中で１０人ぐらいですか

ね、集まっていただき、これが２０１５年８月キ

ックオフミーティングになり、ペアレント・メン

ターとは何かというところから始まって、講習会

を何回か繰り返し行い、その間、橋本部長からも

一般社団法人つくってくださいという話があって、

仲間うちで私が声掛けた代表の皆さんが一般社団

法人をつくりましょうという話にもなってつくり、

２０１６年ペアレントメンターの事業が開始され

ました。 

○吉田こうじ委員長 長谷川委員。申し訳ございま

せん。この要旨が、今回この請願になるか、あと

報告事項の方のあれと、お時間も限られているの

で、簡潔に願います。 

○長谷川たかこ委員 分かりました。９か月間掛か

っているんですね。この間にペアレント・メンタ

ーとは何ぞやから始まって、度重なる会議と、プ

ラスその後、ペアレント・メンターになる人材の

人たちに養成講座の調整まで行って、養成講座を

行い、ペアレント・メンターを輩出したという経

緯がある中で、何で今回突然、３人以上受講希望

者がいないと開催不可、日程は１月２１、２月１

８日、２月２１日と、まだこれで新規お声掛けと

かもしていないのに日程ありきで、何かもうこれ

を見ると、既存のねっとワーキングしかやるつも

りないのかなという、新規でやってくださいと、

ねっとワーキングの方では、なかなかマッチング

がうまくいかないし、今まで相談件数も少なくて

よくなかったから新規やりましょうよと、そうい

う提案をして、役所もそうですね、やりましょう

よ、じゃ、私たち直営でやりますからと言って意

気込んでやってくださったのに、何でもう養成講

座がこんなすぐに、来月この近々で、直近で１月

２１日です。これ控えている人たちたくさんいら

っしゃるんです。この要件、全部該当している人

たちが。それなりに私のサイドの方にはいらっし

ゃるわけですよ。今朝も話したら皆さん全員がこ

の日程どれかありませんとかという話で、いやで

も、まずは区役所がどういうことを事業としてや

りたいのか、私たちは聞きたいですという話なん

です。正に最初にこうやってキックオフミーティ

ングしているわけですから、同じようなやり方を

やって、丁寧に進めていただきたい。それまでは

凍結していいと思うんですよ、この事業は。凍結

しながら、きちんとこの事業をしっかりとしたも

のに築いて、それからスタートを切る。是非そう

いうことを順序立ててしっかりやっていただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。 

○支援管理課長 研修につきましては、本当に近々

の御報告になってしまい、申し訳ございませんで

した。 

  我々としても、このペアレント・メンター事業

をよりよくしていきたいという思いは長谷川委員

と一緒でございます。ですので今回については、

この講師の先生といろいろ日程のすり合わせをし

た中で、この３日間というふうに承っているもの

ですから、本当に近々になって申し訳ございませ

んけれども、この日程でやらせていただきたいと
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思っています。 

  また、事業凍結ということでございますけれど

も、こちらについては今現在も相談を待っている

方はいらっしゃいますので、継続してやっていき

たいと思っております。 

○長谷川たかこ委員 そうしますと、新規で手を挙

げているこの要件に満たす方々、それなりの数い

るんですけれども、皆さんを早崎課長におつなぎ

すれば私はよろしいんでしょうか。 

○支援管理課長 私がということではなくて、やは

りしかるべき研修を受けていただいてというふう

になりますので、御理解を賜ればと思います。 

○長谷川たかこ委員 研修を受ける、だってつなが

ないと研修受けられないと思いますが、いかがで

しょうか。 

○支援管理課長 この研修を受けていただくに当た

っては、そういった団体の方などに周知連絡をさ

せていただいた中で、その団体から親の会であっ

たり、サークルであったり、そこの声は、この方

が適切ですよという方が上がってきた方に研修を

受けていただきますので、その研修に今回合致し

ないということであれば、今回は残念ながらとい

うことがございます。 

○長谷川たかこ委員 まず新規の団体さんは、どう

いうふうに告知をするんでしょうか。 

  話の中では、区議会議員も区民の代表というと

ころで、そういう方々の御紹介も受け入れますと

いうお話をいただきましたがいかがですか。 

○支援管理課長 もちろん、今こうやって文教委員

会で報告をさせていただいていますので、適切な

方がいれば、是非御紹介いただきたいと思います。 

○長谷川たかこ委員 では、そういう形で御報告さ

せていただきます。 

  それと、この執行機関、当時、地方行政入った

ときに、アシストの係長がこれ作られたというこ

となんですけれども、このペアレント・メンター

の経緯、前回ねっとワーキングさんの方も出され

ている内容、あれは間違いだということを強く主

張させていただきました。私の名誉にも関わるこ

となので、これしっかりと是正をしていただきた

いと思います。 

  今後、地方行政の視察の方々がいらっしゃった

ときには、間違った事実というのを伝えないでい

ただきたいと思います。しっかりと事実を把握さ

れ、その事実を地方行政の自治体議員にお伝えし

ていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○支援管理課長 間違っている部分というのが、今

私の方ですぐに分からなかったんですけれども。

今その間違った部分というのを教えていただけま

すか。 

○長谷川たかこ委員 それはさっき長々とお話をさ

せていただいていて、今ここの場で言うとまたお

時間がと言われてしまいますが、井上先生と出会

うまでの話。井上先生から出会って議会提案をし

ました。この一般社団法人をつくるまでに至った

話。私が、前の代表の方は町田さん、今の代表の

方にお声掛けをしてヒガシさんが入ってきました。

そのときに、うめだ・あけぼの学園の理事長とも

お話をして人を紹介してもらいました。その中で、

当時の橋本部長から一般社団法人つくってくださ

いというお話があり、キックオフミーティングを

して、ペアレント・メンターをつくったという経

緯があります。だけども、この中にはそういうこ

とは一切書いていないんですね。 

○吉田こうじ委員長 大変申し訳ございません。 

  今、大体事情は分かりました。ただ、今回は、

今委員会ですので、請願とそれから報告事項に関

する質疑を行っているところですので、その辺は

できれば個別でお話をしていただければと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

○長谷川たかこ委員 分かりました。 

  ただ、これに関しては事実と違うということな

ので、今後、行政視察が入ったときにはしっかり

と事実を議員たちの方にお話ししていただきたい
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と思いますが、いかがでしょうか。 

○こども支援センターげんき所長 この件について

は、また改めて確認して、しっかり適正なるよう

に、情報ください。ごめんなさい。私も頂きたい

と思います。 

  それと、先ほど課長が申し上げました団体の推

薦なんですけれども、これは、ここにございます

とおり団体からの推薦が必要ということでござい

ますので、改めて確認させて、以上でございます。 

○吉田こうじ委員長 他にございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○吉田こうじ委員長 質疑なしと認めます。 

  各会派の意見をお願いいたします。 

○くじらい実委員 継続でお願いします。 

○たがた直昭委員 継続でお願いします。 

○ぬかが和子委員 先ほど質疑聞いていまして、こ

の受講資格要件、この三つを全部兼ねなければい

けないというのは、ある意味、新しく何とか頑張

りたいという人の門戸はまだ開かないと宣言して

いるのに近いなと思ってしまったんです。 

  団体からの推薦、そして経験者、医師などのあ

れがあることで、しかも相談活動の経験を有する

と。そうすると、やっぱりこの事業をどうしてい

こうかということでのスタートラインがどうなの

かというの非常に疑問もあるんですね。 

  この請願については、やはりその辺も含めて経

緯を見ていく必要があると思っていますので、継

続でお願いしたいと思います。 

○長谷川たかこ委員 今ぬかが委員からもお話があ

ったように、新規の方々を育てていくということ

に関しては、何か条件があまりにもあり過ぎて、

本当にやる気あるんですかと思ってしまうんです

ね。役所の皆様と私は協力体制を持って応援した

いと思っているのに、ばんとこんなもの出されて

しまうと、本当に本当に新規でやるつもりはあり

ますか、既存の団体の、今まで駄目だったと言っ

ているところしか、これじゃ、やれないじゃない

ですかと。何でこんな出してくるんですかと、す

ごく残念に思ってしまうんですけれども、気持ち

はとにかく執行機関の皆様と一緒に協力しながら、

いいものをつくっていきたいという思いで私はず

っとおりますので、是非そういうところの条件に

関してはしっかりと緩和して、新規の団体さんを

育てるということも含めて、団体さんというか新

規の方々ですね、新規の方々、直営は足立区とい

うところにきちんと力点を置いて、頑張っていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  採択でお願いします。 

○佐藤あい委員 継続でお願いします。 

○吉田こうじ委員長 それでは採決いたします。 

  本件は、継続審査とすることに賛成の方の挙手

を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○吉田こうじ委員長 挙手多数であります。よって、

継続審査と決定いたしました。 

  以下の審査に直接担当でない執行機関の退席を

認めます。 

［執行機関一部退席］ 

 

           ◇            

 

○吉田こうじ委員長 次に、所管事務の調査を議題

といたします。 

  （１）学校ＩＣＴに関する調査についてを単独

議題といたします。 

  何か質疑はございますか。 

○ぬかが和子委員 １点だけお伺いします。 

  タブレット端末の関係なんですけれども、苦労

しながら子どもたちだけではなく、教職員も 1人

１台ということで、今はない人がいませんよと、

ついなっていた★★話を聞いた後に聞いた話なん

ですが、子どもたち、壊してしまうとか、駄目に

なってしまうタブレットが続出して、学校によっ

ては先生の分を集めて渡していると、先生、授業
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準備でも何でも使えないと。挙げ句の果てには、

教育委員会だか、まとめて集約して分けるとか、

要は子どもが１人１台、先生も１人１台という条

件じゃなくなっているという話を聞いたんですが、

その辺どうでしょうか。 

○学校ＩＣＴ推進担当課長 予備端末ですね。学校

にはお渡ししているんですけれども、確かにぬか

が委員おっしゃるように、故障とか破損が続くと

足りなくなってしまうことあります。そのときに

はこちらに連絡いただいて、最悪、うちの予備端

末は役所にあるものもあるんですが、そういうの

を持っていったりとか、あと巡回しているときに

予備端末渡してもらうようにしているのが今現状

です。 

  ただ、それほど多くの学校ということでは入っ

ていないんですけれども、たまにあります。そう

いった話は聞きます。 

○ぬかが和子委員 たまにはと、じゃ、そのたまに

が私は聞いたのかと。 

  やっぱり実態を正確につかみたいので、現状で

端末がどうなっているかというのを、全部の学校

の実態を、次回の委員会でいいですから、までい

いですから、是非示していただきたいと。実際に

破損しているものがどのくらいあるのかとか、そ

ういうのはきちんとつかんで考えていきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

○吉田こうじ委員長 よろしいですか。 

○学校ＩＣＴ推進担当課長 学校に調査させていた

だいて、把握したいと思います。 

○吉田こうじ委員長 他にございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○吉田こうじ委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、報告事項を議題といたします。 

  （２）以上１件を、教育指導部長から、（３）、

（５）、以上２件を学校運営部長よりそれぞれ報

告を願います。 

○教育指導部長 恐れ入ります。文教委員会の報告

資料３ページをお開きください。 

  部活動の地域連携協議会の設置でございます。 

  所管部課名は記載のとおりでございます。 

  国の考え方を踏まえまして、足立区でも協議会

を立ち上げまして、部活動の在り方を検討したい

というものでございます。 

  項番２のところで、協議会の構成員、記載をし

ております。学校長はじめ教育指導部、地域のち

から推進部、連携して進めていきたいというふう

に思います。 

  このほか検討事項に応じまして、ＰＴＡですと

かスポーツ関係団体等の出席を求めまして、御意

見の方を伺ってまいりたいと考えております。 

  項番３でございます。 

  協議会は年度内２回を予定しております。第１

回目キックオフとして、１２月の２２日に予定を

しております。 

  このときの内容でございますが、国や都の動向

の共有ですとか、それから来年度に向けての検討

というものが入ってまいります。 

  また、来年２月になりますけれども、スポーツ

体験デーの実施に向けての確認というものを予定

しております。中学校の生徒向けに様々な競技の

選手たちから指導を受けるような、そういった新

たなスポーツに触れる機会として、地域のちから

推進部が現在考えているものでございまして、こ

ちらは改めて区民委員会の方で報告をさせていた

だきます。 

  また、部活動に関する生徒教員向けのアンケー

トを取りたいというふうに考えております。実施

は１月の下旬と考えておりますが、その設問項目

についても、この協議会キックオフの場で検討し

たいと考えております。設問につきましては、改

めて議会の方にも御報告をさせていただきます。 

  ２回目は、３月頃になろうかと思います。アン

ケートの集約結果などを共有する予定でおります。 

  私からは以上でございます。 
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○学校運営部長 引き続き、報告資料の４ページを

お開きください。 

  件名は、東渕江小学校仮設校舎の計画変更につ

いてでございます。 

  所管部課名は記載のとおりでございます。 

  本会議でも御質問いただきましたけれども、東

渕江小学校の仮設校舎の賃貸契約が不調というこ

とで、当初予定していた令和９年４月の開校が変

更しなくちゃいけないかもしれないというような

状況になっております。 

  項番の１番の下の方になりますが、現在、案１、

案２と二つの案を考えておりまして、この後、保

護者向けの説明会及びまちづくり協議会で、この

あたりの説明をした上で、御意見を賜りながら今

後の方針の方を策定していきたいと考えておりま

す。 

  少し最新の情報を入れながら、少し案１、案２

の方の説明をさせていただければと思います。 

  まず変更案１というのが、東綾瀬中学校に今使

っている仮設校舎を引き続き使うというような案

でございます。メリットといたしましては二つ目

の箱の開校時期が当初の予定どおりのところで収

まる。それからその下の校庭があるということが

大きなメリットになっております。また、一番下

がスケジュール的なところでは、仮設校舎が既に

ございますので、そのことでスケジュールが見通

しが立てやすくなっているということが挙げられ

るかと思います。 

  大きな課題としましては、その一つ上の通学の

関係で、学域外にグーグル等で検索すると１．７

キロほど学校から東渕江小学校からこちらの仮設

までございますので、バスの送迎等を検討しなく

ちゃいけないのではないかということで、昨今の

事情によりますと、バスの車両、それから運転主

等の手配も難しいかなということで、現在２社の

事業者さんとお話をさせていただいております。

２社とも現時点では、是非もしこういう仕事があ

れば受けたいというようなことをいただいており

ます。 

  中身を聞いてみますと、実際には令和７年の１

月から令和９年の３月の２７か月という長期にわ

たってバスの方を安定的に確保ができる。運転士

も含めて安定的な確保ができるというのが、是非

事業として取り組みたいというような発言の大き

なところなのかなというふうに思っております。 

  次に変更案２、右側の方の案になります。これ

が普通、ノーマルな形の延期というような形にな

るかと思いますが、自校内に当初の予定どおり仮

設を建てるというようなことでございます。 

  デメリットとしては、開校時期が少なくとも１

年は延期してしまうというようなこと、それから

校庭が、やはり仮設校舎を建ててしまうので、実

際に遊ぶ空間がないというようなことが大きなデ

メリットかなと思っています。 

  また、一番我々が懸念しているところはスケジ

ュールのところでして、仮設校舎の入札が、事業

者がまた入札を掛けても決まらないという事態が

発生しますと、更に開校時期が延びてしまうとい

うなことが懸念材料となっております。 

  このほかにも、例えば仮設校舎が建たないとい

う前提で何かできないかというなことで、区民の

方から御意見いただいている中では、例えば周辺

のほかの学校へ分散して登校させたらどうか。あ

るいは、大幅な設計変更をして、今、北側に新校

舎造る予定なんですけれども、南側の方に仮設を

造らずに本設の校舎を建てたらどうかというよう

な御意見もいただいているところでございます。 

  今御案内した一つ目の周辺他校への分散という

のは、実は計算してみたところ、なかなか収まり

切らないというのが実態になっております。また、

２点目で御案内した設計を本校舎を直接建てると

いうような形については、計画を再度一からやり

直しということになりますので、設計、施工、新

校舎まで６年程度は掛かってしまうのではないか
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ということで、どれにしても課題はあるかなとい

うなことが現状になっているかと思います。 

  このあたりも含めて、今後、どの案を選択する

かというのを検討していきたいというに思ってい

ます。 

  ５ページの方になりますが、スケジュールでご

ざいます。 

  まず、保護者説明会が本日３時半と７時の２回

開催予定で、もう既に１回目は始まっております。

施設営繕部の方で対応していただいております。

午後７時の会には、この後、私も参加する予定で

ございます。また１５日も同じように、午後３時

半と午後７時から説明会の方をさせていただきた

いと思っております。 

  また、まちづくり協議会の方は１２月の１９日

に開催されるということで、こちらの方にもお邪

魔しまして、現状の説明させていただければと思

っております。 

  今後の方針ですけれども、保護者説明会、まち

づくり協議会のいただいた御意見を参考にして、

できるだけ早期に仮設校舎の今後どういうふうに

していくのかという方針を決定していきたいと考

えております。 

  次に、もう１件の報告事項でございます。 

  ページが飛びまして、１８ページになります。 

  件名、所管部課名は記載のとおりでございます。 

  足立区の育英資金条例の一部改正を行いました

ので、規則の方も併せて改正したというものの報

告となっております。 

  大きな項番の２番で主な改正内容ということで、

１から４まで項番、出させていただいております

が、１番の中身が、まず奨学金の給付の額を変え

て、以前は私立の医科系及び私立の歯科系の入学

料及び授業料、施設整備費等を上限の設定を大き

くしておりましたが、それと上記以外という設定

をしておりましたが、今回はそういった特定なも

のを配慮して、全て今までの①の私立医科系の上

限の金額の設定をさせていただいたという中身が

ございます。これによって、ほかの理学部系等で、

条件を上回るような学校に対しても補助ができる

というような形になるかと思います。 

  項番の２番、３番、４番につきましては、入学

前に給付をさせていただきたいということに伴う

規則の改正となっております。 

  いずれも給付前の変更のための改正の通知書、

あるいは給付額の決定通知、それから入学の署名

を義務づけるような規定を盛り込ませていただい

た中身になります。 

  新旧対照表が２０ページから２２ページまで。

それから新たな様式については、２３ページ、２

４ページ、２５ページに記載をさせていただいて

いるところでございます。 

  私から以上でございます。 

○吉田こうじ委員長 それでは、何か質疑ございま

すか。 

○伊藤のぶゆき委員 私からは東渕江小学校の建て

替えについてお尋ねをします。 

  すみません。いろいろ聞かれるので、改めて交

通整理というか情報を整理したいんですけれども、

今回の要するに仮校舎の賃貸の不調というのは、

資材が高騰しているから建たないとかではなくて、

人がいないから不調になったということでよろし

いでしょうか。 

○学校運営部長 ３回目の不調に関しては、建築す

る技術者はいないということで入札がなかったと

いうな状況になっています。１０月の末の３回目

の入札でございます。 

  １回目、２回目の入札は６月に実施したんです

けども、そちらの方は金額的なものと工期の期間

が、年度途中というのはなかなか人の手配ができ

ないという話をいただきまして、それが不調にな

ったというような中身になってございます。 

○伊藤のぶゆき委員 そうすると、どこの世界でも

今、人がいないということですので、今後また同
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じように入札掛けても、そういう技術者が足りな

くて仮設校舎が建たないというのは、往々にして

考えられるということですよね。 

  今回、うちの会派がいろいろ質問をしておりま

したけれども、基本的に行けば令和９年の４月に

開校予定ということで、今回このバスを使ったり

だとか、仮校舎を使ったりという案があって、多

分、今、正に地元で説明をしていると思うんです

けれども、確認なんすけれども地元を説明する資

料は我々はもらっていましたか。 

○学校運営部長 申し訳ございません。ぎりぎりま

で今調整していまして、ついさっき出来上がった

というな状況ですので、この後、お配りできるか

と思いますので、今日この後、私行ってしまうの

で、明日とかでも大丈夫でしょうか。今日、御用

意してお渡しするようにいたします。申し訳ござ

いません。 

○伊藤のぶゆき委員 いろいろ聞かれるんですよ。

地元の方にどうなっているのと。この説明会も多

分、近々に１５日やりますよという話を聞いて、

どういう資料が保護者に配られているかというの

は私たちは見ていない、そしてそれを説明もされ

ていない。うがった言い方をすれば、区が自分た

ちでこういうふうにしたいからといって、それを

主導して、アンケートや資料を作ってしまってい

る可能性もありますよね。 

  別にそれはどういうふうにというのはあるんで

すけれども、委員会の中で報告されている中で、

その資料が今できたから、先に保護者に説明がい

って、我々にこの件を報告してどうしますかと、

そこを議論してくださいというのは、まず大きな

間違いだと思います。それは私たちに対しての議

会軽視なのかなという話になってきてしまいます。 

  あともう一つは、いろいろな方法がある中で、

これから地元の声を聞くということなんですけれ

ども、いつまでに決めなければ、この新しい学校

の開校というのは遅れてしまうんですか。 

○学校運営部長 仮に、この案２で実施する場合に

は、年明けに再度入札を掛けようというふうに思

っております。 

  案１について、もし実行する場合は、バスの経

費の手配ですとか、その他もろもろがあるので、

やはり年明け、早いうちに何らかの方向を決めな

くてはいけないというに私ども考えているところ

でございます。 

○伊藤のぶゆき委員 いや、それ、いつまでに決め

れば間に合うんですか。 

○学校運営部長 予算取りの話でいきますと、本当

に年明け１月の１桁の日付になっております。ま

だすみません、いつまでというところまでは、確

認しておりません。 

○伊藤のぶゆき委員 １月の１桁までに決めなけれ

ば、新しい学校が予定どおり建つかどうか間に合

わないということは、本当、近々の話ですよね。

資料くださいよ、そしたら。いや、いいですよ。

今ないものを無理やり出せと言ってもしょうがな

いですから。ただそれはやっぱ大きな問題だと思

いますよ。今後、幾らイレギュラーが起きたから

といって、もちろん皆様が、地元の声を聞きなが

ら進めていかなきゃいけないということがあるか

もしれませんけれども、資料が３時半からやる、

それがいつできたか分からないけれども、文教委

員会が今日あるのは分かっているわけじゃないで

すか。その資料がもらえないといって、その中で

議論してくださいというのは、なかなか厳しい話

なんじゃないかなと思います。 

  あともう１点、このバスでいくのか、要するに

地元からいろいろな声がありますよ。ほかに違う

とこに仮設を建ててみたらどうだとか。ほかの学

校に分散登校してみたらどうだとかという話はあ

りますけれども、その議論をする中で、もう１点

やっぱ欲しいなと思うのが、バスでいった場合、

分散は難しいのかなと思いますけれども、バスで

いった場合と、今、予定どおりに進んでいった場
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合、予定どおり進んでいっても建たない可能性あ

りますけれども、その費用にどれぐらいの差があ

るのかというのが分からないと、やっぱりこっち

でやってみたらこれだけお金掛かっちゃいますけ

れども、こっちだったらこれぐらいでお金を圧縮

できるんですよというのをしっかりと示してもら

わないと、我々も地元でも説明しづらい。 

  もし今後、バスでいくという話になった場合で

すよ。仮にバスになったという場合は、これは結

構大きな転換期になるんだと思うんですよね。学

校建て替えの大きな分岐点にいるんだと私たちは

思うんですよ。 

  やっぱり今後、今、子どもが少なくなっている

中で、多分、統廃合がせざるを得なくなってきた

ときに、この子どもの通学の距離というのは多分、

過去文教委員会でも多々あった話だと思うんです

ね。それがスクールバスが利用して学校に通える

となれば、統廃合も今後、今どういうふうに予定

されているか分からないですけれども、視野が大

分広がってくると思うので、やっぱり我々に対し

て議論をしてくださいと、この関係どうですかと

言うんでしたら、最低限、金額がどうなのか、日

時がいつまでなのか。そして今行われている説明

会の資料はこうなっていますぐらいは出してもら

わないと、私たちがこれに対してどういう議論を

して、どういうふうにこれを決めていっていいか

分からないと思うんですけれども、それについて

はどう思います。 

○学校運営部長 伊藤委員のおっしゃるとおりで、

予算の関係についてはかなり重要な部分になって

いるかと思います。 

  現在、実際のところ、バス事業者とは見積りを

取っているような状態でございまして、あと大き

な掛かる費用としては、現在の東綾瀬中学校の仮

設校舎を再リースを掛けるというようなあたりが

経費としては掛かるかと思います。こちらについ

て今、金額の確認をさせていただいているところ

でありますので、数字の方が積み上がり次第、早

急にお伝えできるようにしたいと思います。 

  また統廃合についても、バスの利用というのは

かなり今後については、仮設校舎が今回のように

建たないという状況になると、こういった選択肢

も、今後、選ぶようになってくるのかなと思って

おります。 

○教育長 大変申し訳ありません。本当に本日の説

明資料も大至急をお持ちますのと、費用が本当に

分からないと判断できないというのは、もうおっ

しゃるとおりでございますので、大至急、お示し

できるようにいたしたいと思います。 

○伊藤のぶゆき委員 １月の１桁台に決めなきゃい

けないとなると、なかなか難しいのかなと思いま

すけれども、地元に様々な声聞いておりますけれ

ども、本当だったらそこまで決めなきゃいけない

んであれば、やっぱり当然この後、議論されてく

る。バスで通ったらどういった問題が起きるのか

とかいうことも、ある程度想定して出してもらわ

ないと。それは次のとき話しましょうという話は

多分ないんでしょう。そういったものもある程度

推測して出してもらわないと、私たちはなかなか

議論しづらいなと思います。 

  これは今後の要望で構いませんけれども、一番

はやっぱり、今、正にやっているんでしょうし、

この後７時から、またあさってもやると思います

ので、地元の声を丁寧に聞いていただいて、当然

いろいろな様々な声ありますけれども、一番は子

どもとその親御さん、やっぱり私もそうでしたけ

れども、綾瀬小仮設校舎で卒業しましたけれども、

何か不思議で子どもを仮設校舎で卒業させるのか

わいそうだなと勝手に思っちゃうところもあった

りするので、やっぱ地元だと結構、五、六年生ぐ

らいの親が反対しているんじゃないかなとこうい

う聞こえてきますので、是非丁寧に地元の声を拾

ってあげてください。お願いします。 

○たがた直昭委員 今、伊藤委員からもあったとお
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りに、もうしっかりと子ども第一で考えていただ

きたいと思います。 

  あとはもう私、地元じゃないのであれなんです

けれども、当然地元の意見をきちんと聞いていた

だきたいんですけれども、手前みそで申し訳ない。

私、地元鹿浜西小学校で、その後に商業施設がで

きるということで、この夏から何度か地元説明会

があったんですけれども、商業施設できる、すご

いうれしいね。しかしながら、こっち側の北側の

道路は一方通行これどうするのとかね。様々な意

見が出てきたんですよ、これ。だから★★は賛成

ですけれども、皆さんの意見がある。 

  こないだ一方通行を解除するのにどうするかと

いう話になったときに、これを町会から今度警察

にやったとき、来年の７年度のベルクスにできた

ときに、果たしてそこ一方通行解除できるの。区

の対応が遅いんじゃないのと、そこまでの意見が

出てきたんですよ。 

  だから今回は、もう来年の早々に、ある程度結

論を出さなくちゃいけないということなんですけ

れども、ちょっと今、新田の方で、バスの運行で

事業やっているかと思うんですが、この辺の課題

か何かはありますか。 

○学校運営部長 新田の第２校舎、特に今のところ

順調に週３回とかですかね、児童・生徒の方を送

迎しているということを聞いております。 

○たがた直昭委員 当初、新田が体育の授業でバス

で送迎したときに、足立区立もスクールバス出す

のということで、かなり地域からもいろいろな御

意見があったんですけれども、最後、何度も言い

ますけれども、しっかりと皆様の意見を聞きなが

ら、やはり子どもたちのためにということで取り

組んでいただきたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

○ぬかが和子委員 先ほど、学校運営部長の方が、

私も東渕江小学校のことですけれども、今バス事

業者に見積り取っているということだったんだけ

れども、どういう条件を出して見積りを取ってい

るのかをお伺いしたいと。 

  一つが、子どもたち先ほど１．７キロというふ

うにおっしゃいましたけれども、実際に学区域で

見ると、子どもたちの距離でいうと一番遠いとこ

だと大谷田陸橋で２．１キロ、グーグルでいうと

歩くと２９分という距離なんですよね。子どもの

数が５７１名２２学級あるわけですよね。それで

学年によって下校時間違う、特別支援学級が４学

級ありますけれども、そこをどうしようと考えて

いるのか。 

  それから、不登校のお子さんとか今もたくさん

いらっしゃるように、やっぱり遅れていく子とか

たくさんいるわけですよ。親御さんが一生懸命連

れてくる子とか。そういう子の対策をどう考えて

いるのか、まとめて幾つか聞きますね。 

  それから、新田学園ときも私文教委員だったん

だけれども、あのときにバスを乗り降りする場所、

これ問題になったわけです。第２校庭で。道路じ

ゃ危ないじゃないかということで、第２校庭の中

の方にバスの乗降場を造ったんです。そういうこ

とは前提として考えているのか、この辺もどう考

えているのか、その辺まずお伺いします。 

○学校運営部長 今、バス事業者とお話ししている

中身は、大体４０人乗りぐらいのバスを５台程度、

準備をしていただく。それを朝、例えばですが、

８時に出発するバスが、東渕江小学校、今プール

をもう解体して更地になっていますので、５台程

度のバスは止められる状態になっております。そ

こから時間差で子どもたちが乗り込んだ後に、東

綾瀬中学校の校舎の方に順番に向かっていく予定

です。東綾瀬中学校にはバスを２台程度止められ

るスペースを造りたいと思っています。ですので、

順番に８時のバスが来ると、子どもたちが８時１

０分ぐらいに着いて降ろして、また東渕江小学校

の方に向かう。５分ぐらいすると次のバスが東綾

瀬中学校のところへ止まるというようなことで朝
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は送迎をしたいというふうなところでございます。 

  それから、先ほどあった不登校ですとか遅刻の

関係についてなんですけれども、バス事業者の方

からは、１日借り上げというふうなのがもう、原

則というふうに２社とも言われております。例え

ば朝だけとか、夕方だけというなことは契約上、

難しいということも言われておりますので、常時

バスが待機できるようなことも想定をしておりま

す。ですので、遅刻した場合とかというのも、学

校の方に送れるような形になるかと思います。 

  また、下校時は時間がまちまちですので、順次、

子どもたちが乗った順にバスの方を東綾瀬中学校

から東渕江小学校の方に送っていくというような

ことを想定をしております。 

  あと特別支援学級については、東綾瀬中学校の

方、教室余力ありますので、必要に応じて設置を

させていただきたいと思います。放課後も、東綾

瀬中学校につくるということです。ただ、学童の

方は、東渕江小学校の方に、公園の方にあります

ので、そちらの方は存置して、子どもたちはそち

らの方まではバスで送っていって、学童で過ごし

た後、自宅に東渕江小学校のところから帰るとい

うような中身を考えているところです。何か漏れ

ていますか。大丈夫ですか。 

○ぬかが和子委員 例えば放課後の、先ほどお迎え

の話ありましたけれども、特別支援学級がある関

係で、放課後デイのワゴン車が、今は東渕江小の

ところにずらっと並んで待つんですけれども、そ

れ綾瀬の駅近くでどこで待ってもらうんですか。 

○学校運営部長 児童の送り迎えについては、基本

的には東渕江小学校まで送っていくというような

ベースの考え方で、子どもたちは原則そこに集ま

っていただいて、そこから東綾瀬中学校へ登校さ

せる。下校のときもそこまでは送り込むというよ

うなことがベースになりますので、ぬかが委員の

お話の放課後デイ等の話になると、恐らく東渕江

小学校のところに、今までどおり並ぶような形に

なるかと。 

  また、バスに乗らなくても近くのお子さんは、

そのまま歩行で登校していただくということも想

定しているところでございます。 

○ぬかが和子委員 これ悪いけれども、本当にこの

間、事前の説明聞いたときに、現場では校長先生

は変更案１がいいようなことをおっしゃっている

と。その内々で聞いたところでは、変更案１の方

が多いようだという話も聞いていますけれども、

本当にそういう大変な子どもたち、学校行くのも

大変な思いしている子どもたちが、そうじゃない

子もいるかもしれないけれども、子ども本位なの

かと。この変更案１が。いうふうに思うんですよ。

だって、学校に行くのがやっとの子がまず学校に

行って、そこからバスで集団で乗るんでしょ。乗

って別の場所へ移動しなきゃいけないんでしょ。

それはどうなのかなと。ましてや障がいを持って

いるお子さんたちが、来た順に順番に乗っていき

ましょうということで、特別支援学級のお子さん

も、通常学級のお子さんと一緒にバスに乗ってい

くわけですよね。今までやったことがないことを

やる、今までやったことがないとことをやるとい

うことは、障がい特性を持っているお子さんにと

っては、大変なストレスだという認識ありますか。 

○学校運営部長 なかなか今までと違うことを取り

組みますので、本当に御負担になるかというふう

に思っております。 

  今、事業者と打合せしている中身が、今お伝え

したような状況でございますので、細かいところ

のフィッティングといいますか、そのあたりにつ

いてはまた学校長、副校長含めて協議というか情

報交流の場を設定する予定でございますので、そ

の中で詰めていけるのかなというに思っています。 

○ぬかが和子委員 何よりも、子ども本位という点

で私は問題だと思うんですけれども、地域との関

係で、私、実はエリアデザインスタートしたとき

に、ちょうどエリアデザインの委員で、それから
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綾瀬の問題で、本当に地域で大変な思いして、一

番最初のエリアデザインの計画が頓挫してしまっ

て、やっと今動き出そうとしていると。で、その

エリアデザインの関係、小河川の跡利用の関係で、

逆に言うと、保健センターとか、そういうところ

はもう古くて狭くて、とても良好な環境ではいな

いところで移るのを待っている。それが全部また

延びるわけですよ。このことについての、どう考

えているのかと思うことがありまして、それは先

ほどの伊藤委員の指摘とちょっと近い部分あるん

ですけれども、このスケジュールなんですよ。こ

のスケジュール見ると、今日と金曜日に、まず学

校側の意見を聞きましたと。先ほどの流れと誘導

策じゃないけれども、やっぱり、１案でいきたい

と思っていますというもう既定の事実のようにし

て、まちづくり協議会に諮っていくというにしか

見えないわけですよ。 

  そうすると、少なくとも東綾瀬中学校をどうす

るのというのは、地域の中の課題であるわけです

よ。ずっと検討してきた課題なわけですよ。だと

したら筋として、このまちづくり協議会、ここで

今こういう話が２案上がっていますがという、そ

こをまず先に報告しなきゃいけなかったんじゃな

いかと。だってそうしないと受け入れる側の体制

がないと、もうそれで分断生まれますよ。地域対

地域の。何でこんな急いで保護者説明会やって、

まちづくり協議会はそれが全部終わった後にやる

と。そういう手だてなのかと。副区長どうですか、

そこ。 

○副町長 ぬかが委員の御指摘も、もっともなとこ

ろがあると思います。 

  この件については、様々な視点で考えていかな

ければならないということなんですけれども、私

は、やっぱり子どもたちにとって何がいいのかと

いうところでまず第一義的に考えていくべきかと

いうふうに考えておりますので、今まちづくりの

件も含めて、それを中心に総合的に考えて対応し

ていきたいと思います。 

  それから時間の問題ですけれども、１月の１桁

台に決めなければならないという、それは行政の

予算措置の問題からはあるかもしれませんけれど

も、早急に決めなければならないことではありま

すけれども、やはり慎重に、多くの皆さんの御理

解をいただく中で決めていくということが妥当な

ことだと思いますので、区を挙げて全力でこの件

については取り組んでいきたいと考えております。 

○ぬかが和子委員 私は、私個人としては変更案２

で、きちんと元の計画で、先ほどデメリットと言

っていたけれども、校庭のこと。こんな最初から

分かって、それ言うんだったら最初から校庭なし

の計画立てなきゃいいという、これを今のデメリ

ットに挙げるということ自体が、私はおかしいな

と思っていますし、ただ、やっぱり当初の案どお

り、あそこで建て替えをするというふうにすべき

だと思っていますが、仮にそうじゃないとしても、

そうじゃないとしても、つまり変更案１でいくと

しても、説明はまちづくり協議会が先でしょうと。

使わせてもらう土地で、今こんな話が上がってい

ますよと。だってあそこのまちづくりどうするか

の肝なんだから。エリアデザインとかまちづくり

協議会とか、そっちにまず、どっちになるか分か

んないけれども、こういう話上がっていますと、

それ報告してからでしょう。どっちにしますかと

学校で問うのは。子どものことを最優先だからこ

っちでいきたいんですと、それは考えるし、最終

的には尊重しますよ。でも手だてとして、何かね、

悪いけれども学校だけやっても、外堀埋めて、そ

れでまちづくり協議会に後からもう学校みんなの

意向ですというのは、地域も離れているから、逆

に言うと本当に分断じゃないかと。そういう手順

になっちゃっているじゃないのと思っているんで

すよ。 

  実は、この話をエリアデザインの側に私たちし

ましたら、教育委員会の方からこういうスケジュ
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ール、何ていうか自分たちも知ったのは後だった

んだと。あんまり、後から聞いたから、早め早め

に動けなかったこと反省していると言っているん

ですよ。ここね、本当に何とかしてくださいよ。

もう今やっちゃっているの中止してとは言えない

けれども、やっぱり丁寧に本当に苦労して綾瀬の

エリアデザインやってきた人たちのところに、ち

ゃんと対応していただきたいんですよ。どうです

か。 

○副町長 今御指摘いただいたように、綾瀬のまち

づくりと、それから子どもたちの学校の建て替え

ということについては、本当に今ぬかが委員から

御指摘いただいた点については、私たちの説明の

手順がおかしかったという御指摘ですので、それ

は率直に受け止めさせていただきます。 

  ただ、今後につきましては、今言われたように

地域の皆様、それから保護者の皆様に最大限の御

理解をいただけるように、丁寧に教育委員会だけ

ではなくて区を挙げて取り組んでまいりたいと考

えております。 

○ぬかが和子委員 詳細ね、エリアデザインでもこ

れ議題になっていますので、そっちで当該委員の

方もやると思いますので、あれですけれども、私

は本当にその送迎ということで、そこからはじか

れる子どもたちのいることも考えてほしい。やっ

ぱり子どもにとって何が一番かというのを、一番

に考えているんだとおっしゃったけれども、本当

にそこに適用できないような子どもたちのことも

考えて、対応をしてていただきたいと要望して終

わります。 

○吉田こうじ委員長 他にございますか。 

○くじらい実委員 すみません。時間もないんで、

私の方は部活動の地域連携協議会の設置について

簡単にお伺いいたしたいと思います。 

  私も決算特別委員会で何度か部活動の地域連携

を質問させていただいている中で、今回教育委員

会と地域のちから推進部が連携して、協議会つく

るということで、本当にありがたい話だなと思っ

ておりますが、前回、区民委員会の報告の方であ

ったんですけれども、中学生スポーツ体験デーの

実施というので報告あったんですけれども、これ

見ますと、全体の募集予定人数が４４８名で、競

技によって異なるということなんですが、例えば

野球だと２回あるんですけれども、３０名と３０

名。結構１チームで３０名近くいるところとかも

あると思うんですけれども、この人数については

何か例えば、応募多数の場合は抽せんとかなって

いますけれども、何となく人数は簡単に上回って

しまいそうな気もするんですけれども、見込みと

してはいかがなんでしょうか。 

○スポーツ振興課長 やはり競技によって人気は差

異が出るかなと思っておりますが、この人数につ

いては今回、協力をいただきます読売巨人軍、ジ

ャイアンツアカデミーが基になっていますが、こ

ちらと協議した上でこの人数にさせていただいて

おります。今回初めての試みでございますので、

一度やってみて、今後の課題については整理をし

たいというふうに考えております。 

○くじらい実委員 そうしますと、もう一つ聞きた

いんですけれども、これは申込みは、例えば学校

単位とかチーム単位じゃなくて、個人で申し込め

るということなんでしょうか。 

○スポーツ振興課長 個人を想定しています。 

  というのは、今やっている競技の技術の向上と

いうこともございますけれども、今、野球をやっ

ていない子どもが初めて野球を経験するといった

ことも想定していますので、個人での申込みとい

うのを想定してます。 

○くじらい実委員 今回スポーツ体験デーというこ

とで、スポーツに特化しているんですけれども、

やはり部活となると運動部だけではなくて、文化

部というのもありますので、是非こちら文化部の

方の生徒向けの体験なんかも今後、考えてもらい

たいと思うんですけれども、こちらいかがでしょ
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うか。 

○生涯学習支援室長 文化部の体験ということでご

ざいますが、今後どのような文化の種別でできる

かどうかも含めて、少し情報収集した上で検討し

たいと思います。 

○くじらい実委員 もう質問は終わりますが、文化

部の方も、例えば絵の上手な先生がいたりとか、

踊りのできる先生がいたりとか、いろいろあると

思いますので、その辺は是非またこれから検討い

ただきたいと思いますし、先ほどありました部活

の地域移行で先生の負担を減らすというところで

始まっておりますが、やっぱり実際には、部活動

される生徒さんがしっかりと経験できるような形

で進めてもらいたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

○くじらい実委員 他にございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○吉田こうじ委員長 質疑なしと認めます。 

 

           ◇            

 

○吉田こうじ委員長 次に、その他に入ります。 

  何か質疑ありますか。 

○長谷川たかこ委員 先ほど言い忘れたんですけれ

ども、ペアレント・メンター事業についてなんで

すが、代表の方と何回かお話をしていると、必ず

代表は、今後この団体を解散するかもしれない、

そういうことも視野に含めて自分は考えていると

いうことを必ずおっしゃるんですね。これ何かこ

の事業計画が団体ありきでやっているんですけれ

ども、団体ありきだと代表自体が解散、一般社団

法人させるかもしれないと、最後のお話でもずっ

とおっしゃっているわけですから、あまり団体あ

りきで考えない方がいいと思うんですけれども、

いかがでしょう。 

○支援管理課長 団体ありきというよりも、このペ

アレント・メンター事業というふうな視点で考え

ていきたいというふうに思っております。 

○長谷川たかこ委員 今後、私の方で待機している

方々がいらっしゃいまして、そういう方が多分こ

の３日間で、一部の方は駄目だと言っていますけ

れども、ほかの方々は多分大丈夫な方も何名もい

らっしゃると思うんです。その場合に、皆さんお

っしゃっているのは、足立区からの説明が欲しい

とおっしゃっているんですよ。やっぱりいきなり

養成講座じゃなくて、前段階にキックオフミーテ

ィングがあったように、ペアレント・メンターと

いうのはこういうものでこういうふうにやってい

きますよというような御説明を１時間ぐらいどこ

かでつくっていただきたいと思いますけれども、

いかがでしょうか。 

○支援管理課長 そういった時間も捻出したいとい

うふうに思います。 

○長谷川たかこ委員 この後、早崎課長の方に、そ

ういう方々御紹介していきますので、よろしくお

願いいたします。 

○ぬかが和子委員 時間もあれなので、まとめて聞

きます。 

  一つが、スピーキングテストのことです。 

  １１月末にスピーキングテスト行われまして、

今こういう岩波からこういう本もね、出ているん

ですよね。スピーキングテスト問題じゃないのと

いう本が出ているんですけれども、研究者とか保

護者の団体とか、都議会議員の超党派の方々が、

実態調査やったんですよ。回答者のうちの５分の

１以上の方が、周りの生徒が何を言っているか分

かった。つまりカンニングできちゃう。簡単に言

うと、本人の意図はあるなしはかかわらず、周り

の声が丸聞こえで簡単に解けてしまったと。こう

いう声が集まっていて、保護者からもカンニング

ができる状態のテストを試験に使わないでくださ

い、入試に使わないでくださいという声が寄せら

れたというのも報道もされているんですけれども、

区内の中学生でも、聞こえたというのもあるんだ
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けれども、併せて公共交通使わなきゃ駄目で自転

車は禁止と、せっかく区内の中学校が近くの高校

で受験できるようになったんだけれども、公共交

通使わなきゃいけないから物すごく大変で、バス

と都電乗り継いで遅刻してしまったと、そういう

事例もあったというようなことも聞いているんで

すが、その辺の実態をつかんでいるのかどうかと

いうことと、この間私たちも本会議でも、しっか

り都教委にも意見伝えてほしいと言っているので、

そういうにしていただきたいと思うんですが、ど

うでしょうか。 

○教育政策課長 声が聞こえる聞こえないの問題に

ついては、音声として何か言っているのは分かる

だろうけれども、実際イヤホンをしながら、ほか

の生徒が何をしゃべっているか聞き取ることは不

可能であるし、そういった事実は確認できていな

いというのは東京都の一貫した見解であります。 

  公共交通機関で混乱したことも含めて、何か不

具合があれば報告を求めているんですけれども、

今のところ区の区立中学校からは、特にそういっ

た不正につながるような事実があったという声は

聞いておりません。 

○教育長 今回、東京都が実施をしているわけです

けれども、様々そういったお声を聞いているとい

うのもありますので、改善については要望をして

いきたいというふうに思います。 

○ぬかが和子委員 是非よろしくお願いします。 

  都教委の言い分答えるだけが答弁じゃ、執行機

関としてどうなのかと思われますしね。実態つか

んでいるのかといってつかんでいないということ

は、つかもうとしていないとしか思えない。 

  実際、どこの学校の生徒がどう遅刻したのかと

言ってもいいぐらいですけれども、それをつかん

でいないということじゃないですか。やっぱりそ

こを改めていただきたい。 

  それからもう１点、学校給食費の無償化につい

て、東京都知事が２分の１補助を記者会見で表明

して、関係部局にはまだちゃんとした通知が出て

いないと。ただどうも話では、結局、区など自治

体がやる場合に２分の１補助をすると。 

  それから、まだ本来、東京都でやるべき特別支

援学校のところについては何も連絡も行っていな

いと。ただはっきりしているのは、仮に本来全部、

都や国でやるべきだけれども、はっきりしている

のは、財源的には区の負担も軽くなるというのは、

はっきりしているわけです。そういう中では、是

非、特別支援学校の子どもたちも足立区としても

対象に入れると。もし都がやればいいですよ。本

来やるべきだし、だってそこやらないで補助して

どうするのと。都立の学校でしょと思うんですけ

れども。でも、もしそうじゃない場合には、区と

して是非実施していただきたいと思っているんで

すが、どうでしょうか。 

○学務課長 確かに、東京都から２分の１来るとい

うことだけは分かっているというふうに東京都の

担当にも聞いておるところなんですが、どういっ

た内容であれば補助がいただけるのかというとこ

ろも、まだ分かっていないので、そのあたりにつ

いては、東京都の見解を待ちながら検討していき

たいと考えております。 

○教育長 特別支援学校については、今回こういう

ことをお考えになるわけですから、当然のことな

がら、東京都としてやっていただけるものと思っ

ておりまして、確認したらまだ分からないという

ことなんで、引き続き情報を得てまいりたいとい

うふうに思います。 

○ぬかが和子委員 よろしくお願いします。 

○長谷川たかこ委員 もう１件、この間の綾瀬小学

校の視察に行きました。そこで給食を一緒に食べ

させていただいたんですけれども、牛乳パックな

んですが、環境に配慮したということで、ストロ

ーなしでコップに注ぐ形状のものをこうやって飲

む。それ以前も私、委員会でも、ちょっとお行儀

悪いんじゃないですかという話はさせていただい
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たんですけれども。実際に自分、飲んでみたら、

物すごい飲みにくくて、ここから何か横から出そ

うだし、特に女の子がこんな感じで飲むなんて、

やっぱり親としても議員としても、お行儀悪いん

じゃないかなと。うち帰ってから家族会議したん

です。やっぱりうちの家族みんなもそれは嫌だよ

ねと。行儀よくないよねという結論に達して。せ

めてやっぱストローを持っていくと、環境配慮し

てということで、ストローなしでやっているので、

子どもたちの中で言われちゃうと思うので、プラ

スチックのコップを任意で持たせて飲んでもいい

というふうにしないと、何かかわいそうだなと。

自分自身が牛乳パックで飲んでみて、物すごく飲

みにくくて、何か飲んでいて自分でも違和感があ

り過ぎて嫌だったんですね。いかがでしょうか。 

○学務課長 私も実際に、この牛乳の新しいパック

を飲んでみましたけれども、メーカーに確認しま

したところ、じかに飲めるように少し形状は工夫

していらっしゃるということで、確認しています。 

  あともう一つ、低学年等ですね、やはりストロ

ーでないとこぼしてしまうようなお子さんもいら

っしゃると思うので、それについてはきちんとス

トローを配置しておりまして、保護者の方からの

申出ですとか、そういったことも考えながら対応

できるような形で配慮はしております。 

○長谷川たかこ委員 コンビニ行くと、パックで丸

いのでやるのございますよね。紙パックでも。そ

ういう形状にメーカーに作ってもらうとか、何か

要望を出されたらいいんじゃないのかなと思いま

した。 

  それか、もしくはストローも可能ということで

すけれども、もしかしたらストローあると環境配

慮なのにみたいに言ってくるお子さんもいると思

うので、本来だったらふさわしくないと思います

けれども、うがいをするためのコップということ

で、一緒に兼用で使えるような形で持参させると

か、何かそういう、やっぱり子どものしつけとい

うのは小さいうちが大切なので、是非そういうと

ころを足立区として、自治体として配慮してもら

いたい。ネットで調べると、子どもたちが環境改

善するために要望書というか、陳情を出したとか

という話もありますが、そういうことも是非メー

カーに要望を出すなり、飲みやすい、もっと丸い

形状のものにするとか、ちょっと工夫したらいか

がかというようなお話や、コップをうがいと一緒

に兼用して使ってもいいよというように積極的に

促すとか、考えていただきたいと思いますが、要

望です。いかがでしょうか。 

○学務課長 様々な御意見があるかと思いますので、

それについてはいろいろと検討しながら考えてま

いりたいと思います。 

○吉田こうじ委員長 他にございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○吉田こうじ委員長 質疑なしと認めます。 

  本日の案件は、以上で全て終了いたしました。 

  以上をもって文教委員会を閉会いたします。 

午後４時３０分閉会 


